
令和５年度第２回森町地域公共交通会議 次第 

 

 

                   日時：令和５年 12月 27日(水) 10:00～  

                                      場所：森町町民生活センター２階 集会室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 協議事項 

（１）地域間幹線系統に対する今後の取組方針等について           資料１ 

 

 

（２）単独維持困難及び市町自主運行バス事業の申し出に対する対応方針について 

 資料２ 

 

 

（３）森町地域公共交通会議要綱等の改正について              資料３ 

 

 

（４）森町自家用有償旅客運送の更新手続きについて             資料４ 

 

 

（５）森町地域公共交通法定計画（案）について               資料５ 

 

 

４ 報告事項 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉 会                                   
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静岡県交通基盤部都市局地域交通課

地域間幹線系統に関する事業評価
　　令和５年度

資料１-１
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３
1

日常生活における通勤、通学、通院の流動実態等から、
結びつきの強い市町の組み合わせを交通圏として設定。（出典：中部運輸局「中部の交通圏」）
圏内や圏域を跨ぐ広域的な移動を支える一つの手段が「地域間幹線系統」です。

出典：地域間幹線バスが地域で役立つようにするために（監修：中部運輸局）
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収支から見る乗合バス事業の全体像と幹線系統の位置付け

運
行
主
体
：
事
業
者

黒
字

赤
字 市町内完結

・市町が補助
・一部国が補助

複数市町を跨ぐ
（地域間幹線系統）
・一部国・県が補助

：
市
町

自主運行バス

事業者単独の維持が困難で、
①１日当たりの輸送量が
   15人～150人

②１日当たりの運行回数が
   ３回以上
などの条件を満たす。

=

地域間幹線系統
（補助対象事業）

単独市町内完結 複数市町を跨ぐ

事業者が単独運行
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地域間幹線系統

鉄道

注：本図は鉄道網と主な地域間幹線系統を概略的に示す

　　ものであり、実際の位置・経路とは必ずしも一致しない。
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３

○補助対象事業が適切に行われているか確認する
○評価結果を分析し、事業改善に繋げる
→補助対象事業をより効果的、効率的に実施するため

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱
　第３条
　　５　協議会※は、補助対象事業ごとに補助対象事業について

評価を行い、その結果について地方運輸局又は地方航空局
の長に報告しなければならない。

（参考）事業評価実施の根拠

4

※本県においては静岡県生活交通確保対策協議会を指す。
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３

項　目 評価する内容 評　価
①運行回数 計画値に対する実績値 計画数以上：３点

計画数未満：０点

②収支率 実績値 30％未満：０点（５％毎に３点加算）
55％以上：18点（満点）

③乗車人員 計画値に対する実績値 ５％超：６点、　△５％以上５％未満：３点
△５％超：０点

④ネットワーク構成 鉄道等への乗換可能拠点数 鉄道駅及びバスターミナルでの結節：１箇所２点
その他のバス停での結節：１箇所１点

⑤広域移動状況 市町を跨いで移動する人の割合 ５％未満：０点（５％毎に５点加算）
20％以上：20点（満点）

⑥キロ当たり経費 国が示す標準単価との比較 単価以上：０点（△５％毎に５点加算）
△15％超：12点

合　　計
Ａ評価：52～79点
Ｂ評価：26～51点
Ｃ評価：0～25点

次の項目を点数化し、合計点をＡ・Ｂ・Ｃで評価
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Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 系統数

山梨交通 ０　 １ ０ １

秋葉バスサービス ４ ０ ０ ４

遠州鉄道 １１ ８ ０ １９

しずてつジャストライン １ １０ ０ １１

富士急モビリティ ３ １ ０ ４

富士急バス ２ ０ ０ ２

富士急静岡バス ４ ０ ０ ４

富士急シティバス ３ ３ ０ ６

伊豆箱根バス ３ １ ０ ４

東海バス ６ ０ ０ ６

水窪タクシー ０ １ ０ １

合　計 ３７ ２５ ０ ６２
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※本年度の評価結果内訳は別添資料参照

昨年度に比べ、11系統の評価が向上（平均点は3.1増加）
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６

（H30.10～R5.９）

8

（単位：万人）

県内で新型コロナウィルス

感染者初確認（R2.2）

（静岡県地域交通課調査）

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

感染法上の位置づけが

５類に移行（R5.5）



9

(単位：円/ℓ)

（資源エネルギー庁調査をもとに県地域交通課作成）

R2.2　新型コロナウイルス感染症
初確認

R4.1　燃料油価格激変緩和補助金
（経産省）発動　

■県内の軽油小売価格の推移（R1.10～R5.９）

9

R4.2　ウクライナ侵攻

R5.9　燃料価格高騰を
受け、補助金縮
小から拡充に転
換（経産省）
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(物価指数：2020年=100)

（2020年基準消費者物価指数を元に県地域交通課作成）

■車両維持費の推移（H30.1～R5.９）
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区分 事例

費用削減策

・エコドライブ取組強化期間の設定
・デジタルタコグラフを活用した指導で燃料費を抑制
・燃料使用量の削減（車両搭載燃料を抑制）
・EVバスの導入による動力費の削減

利用促進策

・バスロケーションシステムの導入
・スマホ定期券の販売を開始
・キャッシュレス決済機器の導入
・市町と連携したバスの乗り方教室の実施
・HPの多言語化によるインバウンド客の利用促進
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12

区分 事例

利用促進策

・公共交通利用券の配布
・バスの日イベントの実施
・バスロケーションシステム導入費用の補助
・キャッシュレス決済機器導入費用の補助

物価高騰
対　　策

・車両維持費への補助
・燃料費高騰分の補助



令和５年度地域間幹線系統の事業評価結果（概要）

１ 事業評価の目的

事業評価は、静岡県生活交通確保対策協議会が定めた静岡県地域間幹線系統確保維持計

画に位置づけられた補助対象系統について、事業の実施状況の確認や目標の達成状況等の

評価を行い、市町が開催する地域公共交通会議等における評価内容に対する議論・検討の

活性化や広く県民に内容を公表することによる理解の促進など、補助対象事業が効果的、

効率的に実施されることを目的として実施している。

２ 評価項目

【各項目に評価点を設定し、合計点に応じて以下のとおり評価】

３ 事業評価結果の概要

全体評価：Ａ（参考：R3:Ｂ、R4:Ｂ、R5:Ａ）

・評価対象系統全 62 系統中、Ａ評価：37 系統、Ｂ評価：25 系統、Ｃ評価：０系統

・平均点数が 52.1 点（R4 比＋3.1 点）であることから、全体評価を『Ａ』とした。

・各系統の評価結果は別添「令和５年度地域間幹線系統総合評価一覧表」のとおり。

項 目 内 容

前
提
事
項

(

点
数
無)

主な運行目的 利用実態等を含めた当該系統の運行目的

増収策 路線維持のための増収策

費用削減策 路線維持のための費用削減策

評
価
事
項

運行回数 計画運行回数に対する実績運行回数を評価(３点満点)

収支率 実績値を評価(収支率 55％以上満点)

乗車人員 計画値に対する実績値を評価(+５％以上満点)

ネットワーク構成 鉄道等への乗換可能な拠点数を評価(上限 20 点)

広域トリップ状況 バス利用者の市町を跨ぐ移動割合を評価(20％以上満点)

キロ当たり経費 国上限単価と事業者単価を比較(国単価比-20％超満点)

拠点等アクセス状況 バス停から半径 500m 以内の拠点施設を記載(評価点無)

評 価 内 容

Ａ（52～79 点） 地域間幹線系統として優れた役割を果たしている

Ｂ（26～51 点） 地域間幹線系統として適した運行となっている

Ｃ（ 0～25 点） 地域間幹線系統として改善に努力を要する



令和5年度地域間幹線系統総合評価一覧表
評価項目① 評価項目② 評価項目③ 評価項目④ 評価項目⑤ 評価項目⑥

運行回数
満点３点

収支率
満点１８点

乗車人員
満点６点

ネットワーク
満点２０点

広域トリップ
満点２０点

キロ当たり経費
満点１２点

A B C 計

山梨交通 1 富士宮駅・イオン・星山台・蒲原病院線 3 3 3 6 20 3 38 ○ 1 38.0 
2 秋葉線（袋井駅前～遠州森町～気多） 0 6 3 11 20 12 52 ○
3 秋葉中遠線（袋井駅前～袋井市民病院～遠州森町） 3 15 6 11 20 12 67 ○
4 秋葉中遠線（大東支所～新横須賀・新岡崎～袋井駅南口） 3 9 3 6 20 12 53 ○
5 秋葉中遠線（横須賀車庫～新岡崎～袋井駅南口） 0 15 6 5 20 12 58 ○
6 浜北医大三方原線 0 9 6 17 20 3 55 ○
7 磐田市立病院福田線（磐田市立病院～磐田駅～豊浜郵便局） 0 18 6 7 20 3 54 ○
8 中ノ町磐田線（浜松駅～中ノ町～磐田営業所） 3 18 6 9 10 3 49 ○
9 秋葉線（春野車庫～西鹿島駅～厚生会） 0 3 0 7 20 3 33 ○
10 磐田天竜線（山東～新開～磐田駅） 0 18 6 8 20 3 55 ○
11 磐田天竜線(ららぽーと経由） 0 12 3 8 20 3 46 ○
12 掛塚さなる台線（浜松駅～掛塚～豊浜郵便局） 0 18 6 9 20 3 56 ○
13 内野台線（内野台車庫） 0 18 3 10 20 3 54 ○
14 内野台線（サンストリート浜北） 3 18 6 10 20 3 60 ○
15 磐田市立病院福田線（磐田駅南口～豊浜郵便局） 0 12 6 5 20 3 46 ○
16 引佐線 0 18 6 20 20 3 67 ○
17 萩丘都田線 3 18 6 10 15 3 55 ○
18 大塚ひとみヶ丘線 0 18 6 13 0 3 40 ○
19 気賀三ケ日線 0 18 6 15 20 3 62 ○
20 奥山線 3 18 6 14 20 3 64 ○
21 志都呂宇布見線（浜松駅～つるが丘入口～山崎） 0 18 6 7 15 3 49 ○
22 志都呂宇布見線（浜松駅～堀出橋～舞阪駅） 3 18 6 8 10 3 48 ○
23 浜名線 3 18 6 8 5 3 43 ○
24 掛塚さなる台線（浜松駅～芳川～掛塚） 3 18 6 8 20 3 58 ○
25 三保草薙線 3 12 0 9 5 0 29 ○
26 五十海大住線 3 9 3 7 20 0 42 ○
27 焼津岡部線 3 12 6 5 20 0 46 ○
28 藤枝吉永線 3 15 0 8 20 0 46 ○
29 島田静波線（島田駅前～静波海岸入口） 3 6 3 9 20 0 41 ○
30 島田静波線（島田市立総合医療センター～島田駅前～静波海岸入口） 3 6 6 13 20 0 48 ○
31 藤枝相良線 3 9 6 12 20 0 50 ○
32 菊川浜岡線 3 15 6 4 20 0 48 ○
33 掛川大東浜岡線（掛川駅前～浜岡営業所） 3 3 0 7 20 0 33 ○
34 掛川大東浜岡線（中東遠総合医療センター～浜岡営業所） 3 18 3 9 20 0 53 ○
35 掛川大東浜岡線（掛川駅前～大東支所） 3 12 3 4 20 0 42 ○
36 御殿場線 3 18 6 14 20 0 61 ○
37 駿河小山線 3 15 6 11 20 0 55 ○
38 十里木線 3 12 6 8 20 0 49 ○
39 河口湖線 3 18 6 17 20 0 64 ○
40 河口湖線 3 18 6 17 20 0 64 ○
41 新富士線 3 12 6 17 20 0 58 ○
42 曽比奈線 3 18 6 8 20 6 61 ○
43 大渕線 3 18 3 10 20 6 60 ○
44 大月線（吉原中央駅～富士宮駅） 3 18 3 10 20 6 60 ○
45 大月線（新富士駅～静岡県富士山世界遺産センター） 3 18 6 12 20 6 65 ○
46 駿河平線 0 18 6 11 20 0 55 ○
47 須山線（三島駅～須山） 0 12 3 12 20 0 47 ○
48 原線 0 18 6 10 5 0 39 ○
49 桜堤線 0 18 3 7 20 0 48 ○
50 がんセンター線（沼津駅～がんセンター） 3 18 6 6 20 0 53 ○
51 がんセンター線（三島駅～がんセンター） 0 18 6 8 20 0 52 ○
52 大場函南線 3 9 6 7 20 3 48 ○
53 沼津大岡三島線 3 18 6 11 20 3 61 ○
54 長岡伊豆三津シーパラダイス線 3 18 3 7 20 3 54 ○
55 沼津静浦長岡線 3 18 6 7 15 3 52 ○
56 石廊崎線 3 12 6 7 20 6 54 ○
57 天城峠線 3 12 6 15 20 6 62 ○
58 戸田線 3 15 6 7 20 6 57 ○
59 西海岸線 3 12 0 11 20 6 52 ○
60 バサラ峠線（下田駅～堂ヶ島） 3 12 6 13 20 6 60 ○
61 バサラ峠線（下田駅～宇久須） 3 18 6 13 20 6 66 ○

水窪タクシー 62 北遠本線 0 0 3 13 5 12 33 ○ 1 33.0 
平均 52.1 37 25 0 62

評価

計

事業者名 系統名

点数
（A：52～79）
（B：26～51)
（C：　～25）

事業者
平均

全体評価

秋葉バスサービス 4 57.5 

富士急モビリティ 4 57.2 

富士急バス 2 61.0 

富士急静岡バス 4 61.5 

富士急シティバス 6 49.0 

伊豆箱根バス 4 53.7 

東海バス 6 58.5 

                    　　　　A

［全体評価の理由］
・全62系統中37系統がA評価である。
・平均評価点数が52.1点である。

遠州鉄道 19 52.3 

しずてつジャストライン 11 43.4 



地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート （様式１）

計画策定年度 令和4年度 運行期間 評価年度

（１）基本的事項

項目 基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

主な運行目的 事業者記載事項 － 別紙

増収策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

費用削減策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

項目 評価基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

評価
点数

備考

運行回数
年間計画運行回数と
実績運行回数を比較

（2436.0）回
（6.6回/日）

（2434.0）回
（6.6回/日）

0
計画（目標）
は表２記載の
もの

収支率 計画値に対する実績値 26.8% 36.4% 6
計画（目標）
は令和4年度
実績

乗車人員
計画人員と実績人員

を比較
88,809人 92,751人 3

計画（目標）
は令和4年度
実績

ネットワーク
構成

他の系統の乗換可能な
アクセス拠点（バス停
等）の数

－
拠点（2）箇所

バス停（7）箇所
11

主な拠点及
びバス停を別
紙に記載

広域トリップ
状況

市町跨ぎの移動割合
（H13.3.31現在の市町）
（運行実績による）

－ 37.42% 20

公共施設・
拠点施設
アクセス状況

評価対象外
（バス停から半径500m
以内に存在する
学校（小・中・高・大・専
門学校）
病院（主なもので可）
拠点商業施設・企業
（主なもので可）
その他（官公庁・駅等）

－ 別紙

キロ当たり
経費

補助対象年度の前年
度の地域キロ当たり経
常費用単価（静岡・山
梨ブロック）との比較

－ 320.82円 12

合計 52 評価指標

A（52～79点）：地域間幹線系統として優れた役割を果たしている
B（26～51点）：地域間幹線系統として適した運行となっている
C（  ～25点）：地域間幹線系統として改善に努力を要する

５％超　６点
▲５％以上５％以内　３点

▲５％超　０点

拠点（駅・BT）：１箇所２点
乗換可能なバス停：１箇所１点

上限２０点

～４％　　　　　０点
５～９％　　　　５点
１０～１４％　１０点
１５～１９％　１５点
２０％～　　　２０点

－

単価を上回った 　   ０点
単価～▲５％ 　   　 ３点

単価▲６～▲１０％　 　　 ６点
単価▲１１～▲１５％　 　 ９点

単価▲１６～▲２０％超　 １２点

A

有 事業者ごとの取組を記載

（２）各項目の評価

評価

計画数以上　３点
計画数未満　０点

（国土交通大臣が認める除外運
行回数は除く）

　　～２９％　０点
３０～３４％　３点
３５～３９％　６点
４０～４４％　９点

４５～４９％　１２点
５０～５４％　１５点
５５％～　　　１８点

評価 備考

A

A：運行目的どおり適切に実施
B：減便・系統短縮等、運行目的どおり実施さ
れていない点があった
C：運行目的どおり実施されなかった（路線廃
止）

有 事業者ごとの取組を記載

事業者名 秋葉バスサービス株式会社

系統名(起点～経由地～終点） 秋葉線（袋井駅前～遠州森町～気多）

R4.10.1～R5.9.30 令和5年度

１秋葉線

資料１－２



（１）基本的事項

項　目

主な運行目的

増収策

費用削減策

（２）各項目の評価

項　目 内　　　容

ネットワーク構成

（主な乗換え拠点・バス停）

（拠点）
ＪＲ袋井駅ターミナル、遠州森町ターミナル
（バス停）
①他系統分岐バス停：森川橋、福田地、山梨、下山梨、北町、上久能
②天竜浜名湖鉄道駅：戸綿

公共施設
拠点施設
アクセス状況

（バス停から半径500ｍ以内に存在する主な公共・拠点施設）

（学校）
春野中学校、気田小学校、天竜高校春野校舎、犬居小学校、森中学校、森小学校、遠江総合高校、飯田小学校、周南
中学校、袋井商業高校、袋井北小学校
（病院）
袋井市民病院
（商業施設）
イオン袋井店
（官公庁）
天竜区春野協働センター、森町役場、袋井市役所
（駅）
天竜浜名湖鉄道戸綿駅、JR袋井駅

地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート（別紙）

内　　　容

ＪＲ袋井駅から森町を経由し浜松市天竜区春野を結ぶ地域間幹線系統で、沿線には高等学校、中学校、幼稚園が多数
あり、特に通学に不可欠の系統である。また、通勤や通院の為にも必要な系統である。なお天竜区春野から森町、袋井
市内に至る唯一の系統でもある。

①JRとの接続改善及び覚えやすい統一感のある時刻設定
・令和元年10月ダイヤ改正
②上記の周知
・沿線医療機関、商業施設、学校へ掲示用及び持帰り用時刻表の配付
・沿線住宅へ最寄バス停及び路線全体時刻表、乗り方案内、路線図をポスティング
・回覧板、広報等によるダイヤ改正告知、乗り方案内、時刻表入手方法の案内を周知
③年度初め（4月）のバス乗り方、時刻表等の周知
・上記②と基本同じ対応実施
④時刻表等の案内（常時）
・ＨＰ及びＦａｘに加えGTFS対応を開始
⑤沿線小学校等におけるバスの乗り方教室の開催
⑥バスロケーションシステムの導入
⑦スマホ定期券の販売開始

①キロ当り経常費用上昇の抑制
・少人数の管理体制維持による一般管理上昇の抑制
・設備投資の抑制（車両及び車載機の長期使用等）
・効率的な勤務指定及び昇給額の抑制等による人件費の抑制
・静鉄グループのスケールメリットを活かした廉価な軽油購入
②エコドライブ取組強化期間の設定（1～4月）
・暖気運転の抑制、個人目標の設定等

１秋葉線



地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート （様式１）

計画策定年度 令和4年度 運行期間 評価年度

（１）基本的事項

項目 基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

主な運行目的 事業者記載事項 － 別紙

増収策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

費用削減策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

項目 評価基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

評価
点数

備考

運行回数
年間計画運行回数と
実績運行回数を比較

（6695.0）回
（18.3回/日）

（6698.5）回
（18.3回/日）

3
計画（目標）
は表２記載
のもの

収支率 計画値に対する実績値 50.3% 54.1% 15
計画（目標）
は令和4年度
実績

乗車人員
計画人員と実績人員

を比較
121,758人 144,305人 6

計画（目標）
は令和4年度
実績

ネットワーク
構成

他の系統の乗換可能
なアクセス拠点（バス停
等）の数

－
拠点（2）箇所

バス停（7）箇所
11

主な拠点及
びバス停を
別紙に記載

広域トリップ
状況

市町跨ぎの移動割合
（H13.3.31現在の市町）
（運行実績による）

－ 21.10% 20

公共施設・
拠点施設
アクセス状況

評価対象外
（バス停から半径500m
以内に存在する
学校（小・中・高・大・専
門学校）
病院（主なもので可）
拠点商業施設・企業
（主なもので可）
その他（官公庁・駅等）

－ 別紙

キロ当たり
経費

補助対象年度の前年
度の地域キロ当たり経
常費用単価（静岡・山
梨ブロック）との比較

－ 320.82円 12

合計 67 評価指標

A（52～79点）：地域間幹線系統として優れた役割を果たしている
B（26～51点）：地域間幹線系統として適した運行となっている
C（  ～25点）：地域間幹線系統として改善に努力を要する

５％超　６点
▲５％以上５％以内　３点

▲５％超　０点

拠点（駅・BT）：１箇所２点
乗換可能なバス停：１箇所１点

上限２０点

～４％　　　　　０点
５～９％　　　　５点
１０～１４％　１０点
１５～１９％　１５点
２０％～　　　２０点

－

単価を上回った 　   ０点
単価～▲５％ 　   　 ３点

単価▲６～▲１０％　 　　 ６点
単価▲１１～▲１５％　 　 ９点

単価▲１６～▲２０％超　 １２点

A

有 事業者ごとの取組を記載

（２）各項目の評価

評価

計画数以上　３点
計画数未満　０点

（国土交通大臣が認める除外運
行回数は除く）

　　～２９％　０点
３０～３４％　３点
３５～３９％　６点
４０～４４％　９点

４５～４９％　１２点
５０～５４％　１５点
５５％～　　　１８点

評価 備考

A

A：運行目的どおり適切に実施
B：減便・系統短縮等、運行目的どおり実施さ
れていない点があった
C：運行目的どおり実施されなかった（路線廃
止）

有 事業者ごとの取組を記載

事業者名 秋葉バスサービス株式会社

系統名(起点～経由地～終点） 秋葉中遠線（袋井駅前～袋井市民病院～遠州森町）

R4.10.1～R5.9.30 令和5年度

２秋葉中遠線（袋井）



（１）基本的事項

項　目

主な運行目的

増収策

費用削減策

（２）各項目の評価

項　目 内　　　容

ネットワーク構成

（主な乗換え拠点・バス停）

（拠点）
ＪＲ袋井駅ターミナル、遠州森町ターミナル
（バス停）
①他系統分岐バス停：森川橋、福田地、山梨、下山梨、北町、上久能
②天竜浜名湖鉄道駅：戸綿

公共施設
拠点施設
アクセス状況

（バス停から半径500ｍ以内に存在する主な公共・拠点施設）

（学校）
森小学校、遠江総合高校、飯田小学校、周南中学校、袋井商業高校、袋井北小学校
（病院）
袋井市民病院
（商業施設）
イオン袋井店
（官公庁）
森町役場、袋井市役所
（駅）
天竜浜名湖鉄道戸綿駅、JR袋井駅

地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート（別紙）

内　　　容

JR袋井駅から森町中心部を結ぶ地域間幹線系統（主系統）で、沿線には高等学校、中学校、小学校、幼稚園が多数あ
り、通学に必要な系統である。また、袋井市民病院を経由するとともに、イオン袋井店の側を運行しており、通院、買い
物や通勤のためにも必要な系統である。

①JRとの接続改善及び覚えやすい統一感のある時刻設定
・令和元年10月ダイヤ改正
②上記の周知
・沿線医療機関、商業施設、学校へ掲示用及び持帰り用時刻表の配付
・沿線住宅へ最寄バス停及び路線全体時刻表、乗り方案内、路線図をポスティング
・回覧板、広報等によるダイヤ改正告知、乗り方案内、時刻表入手方法の案内を周知
③年度初め（4月）のバス乗り方、時刻表等の周知
・上記②と基本同じ対応実施
④時刻表等の案内（常時）
・ＨＰ及びＦａｘに加えGTFS対応を開始
⑤沿線小学校等におけるバスの乗り方教室の開催
⑥バスロケーションシステムの導入
⑦スマホ定期券の販売開始

①キロ当り経常費用上昇の抑制
・少人数の管理体制維持による一般管理上昇の抑制
・設備投資の抑制（車両及び車載機の長期使用等）
・効率的な勤務指定及び昇給額の抑制等による人件費の抑制
・静鉄グループのスケールメリットを活かした廉価な軽油購入
②エコドライブ取組強化期間の設定（1～4月）
・暖気運転の抑制、個人目標の設定等

２秋葉中遠線（袋井）



地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート （様式１）

計画策定年度 令和4年度 運行期間 評価年度

（１）基本的事項

項目 基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

主な運行目的 事業者記載事項 － 別紙

増収策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

費用削減策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

項目 評価基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

評価
点数

備考

運行回数
年間計画運行回数と
実績運行回数を比較

（3102.5）回
（8.5回/日）

（3102.5）回
（8.5回/日）

3
計画（目標）
は表２記載
のもの

収支率 計画値に対する実績値 50.6% 44.5% 9
計画（目標）
は令和4年度
実績

乗車人員
計画人員と実績人員

を比較
51,579人 50,604人 3

計画（目標）
は令和4年度
実績

ネットワーク
構成

他の系統の乗換可能
なアクセス拠点（バス停
等）の数

－
拠点（1）箇所

バス停（4）箇所
6

主な拠点及
びバス停を
別紙に記載

広域トリップ
状況

市町跨ぎの移動割合
（H13.3.31現在の市町）
（運行実績による）

－ 43.99% 20

公共施設・
拠点施設
アクセス状況

評価対象外
（バス停から半径500m
以内に存在する
学校（小・中・高・大・専
門学校）
病院（主なもので可）
拠点商業施設・企業
（主なもので可）
その他（官公庁・駅等）

－ 別紙

キロ当たり
経費

補助対象年度の前年
度の地域キロ当たり経
常費用単価（静岡・山
梨ブロック）との比較

－ 320.82円 12

合計 53 評価指標

A（52～79点）：地域間幹線系統として優れた役割を果たしている
B（26～51点）：地域間幹線系統として適した運行となっている
C（  ～25点）：地域間幹線系統として改善に努力を要する

５％超　６点
▲５％以上５％以内　３点

▲５％超　０点

拠点（駅・BT）：１箇所２点
乗換可能なバス停：１箇所１点

上限２０点

～４％　　　　　０点
５～９％　　　　５点
１０～１４％　１０点
１５～１９％　１５点
２０％～　　　２０点

－

単価を上回った 　   ０点
単価～▲５％ 　   　 ３点

単価▲６～▲１０％　 　　 ６点
単価▲１１～▲１５％　 　 ９点

単価▲１６～▲２０％超　 １２点

A

有 事業者ごとの取組を記載

（２）各項目の評価

評価

計画数以上　３点
計画数未満　０点

（国土交通大臣が認める除外運
行回数は除く）

　　～２９％　０点
３０～３４％　３点
３５～３９％　６点
４０～４４％　９点

４５～４９％　１２点
５０～５４％　１５点
５５％～　　　１８点

評価 備考

A

A：運行目的どおり適切に実施
B：減便・系統短縮等、運行目的どおり実施さ
れていない点があった
C：運行目的どおり実施されなかった（路線廃
止）

有 事業者ごとの取組を記載

事業者名 秋葉バスサービス株式会社

系統名(起点～経由地～終点） 秋葉中遠線（大東支所～新横須賀・新岡崎～袋井駅南口）

R4.10.1～R5.9.30 令和5年度

３秋葉中遠線（大東）



（１）基本的事項

項　目

主な運行目的

増収策

費用削減策

（２）各項目の評価

項　目 内　　　容

ネットワーク構成

（主な乗換え拠点・バス停）

（拠点）
ＪＲ袋井駅ターミナル
（バス停）
自社他系統および他社系統分岐バス停：芝、浅羽支所、横須賀車庫前、大東支所

公共施設
拠点施設
アクセス状況

（バス停から半径500ｍ以内に存在する主な公共・拠点施設）

（学校）
浅羽北小学校、浅羽中学校、笠原小学校、横須賀高校、横須賀小学校、大須賀中学校、大渕小学校、大浜中学校
（官公庁）
袋井市浅羽支所、掛川市大東支所
（駅）
JR袋井駅

地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート（別紙）

内　　　容

JR袋井駅から掛川市南部の横須賀、大東を結ぶ地域間幹線系統で、沿線の高等学校、小学校等の通学に必要な系
統である。また、掛川市南部および袋井市南部からＪＲ袋井駅へ出る主系統であるため他市への通勤、通学のために
も必要な系統である。

①JRとの接続改善及び覚えやすい統一感のある時刻設定
・令和元年10月ダイヤ改正
②上記の周知
・沿線医療機関、商業施設、学校へ掲示用及び持帰り用時刻表の配付
・沿線住宅へ最寄バス停及び路線全体時刻表、乗り方案内、路線図をポスティング
・回覧板、広報等によるダイヤ改正告知、乗り方案内、時刻表入手方法の案内を周知
③年度初め（4月）のバス乗り方、時刻表等の周知
・上記②と基本同じ対応実施
④時刻表等の案内（常時）
・ＨＰ及びＦａｘに加えGTFS対応を開始
⑤沿線小学校等におけるバスの乗り方教室の開催
⑥バスロケーションシステムの導入
⑦スマホ定期券の販売開始

①キロ当り経常費用上昇の抑制
・少人数の管理体制維持による一般管理上昇の抑制
・設備投資の抑制（車両及び車載機の長期使用等）
・効率的な勤務指定及び昇給額の抑制等による人件費の抑制
・静鉄グループのスケールメリットを活かした廉価な軽油購入
②エコドライブ取組強化期間の設定（1～4月）
・暖気運転の抑制、個人目標の設定等

３秋葉中遠線（大東）



地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート （様式１）

計画策定年度 令和4年度 運行期間 評価年度

（１）基本的事項

項目 基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

主な運行目的 事業者記載事項 － 別紙

増収策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

費用削減策
事業者計画と実績を
比較

－ 別紙

項目 評価基準
計画

（目標）
運行実績
（内容）

評価
点数

備考

運行回数
年間計画運行回数と
実績運行回数を比較

（7186.0）回
（19.6回/日）

（7176.0）回
（19.6回/日）

0
計画（目標）
は表２記載
のもの

収支率 計画値に対する実績値 51.4% 53.7% 15
計画（目標）
は令和4年度
実績

乗車人員
計画人員と実績人員

を比較
80,190人 94,003人 6

計画（目標）
は令和4年度
実績

ネットワーク
構成

他の系統の乗換可能
なアクセス拠点（バス停
等）の数

－
拠点（1）箇所

バス停（3）箇所
5

主な拠点及
びバス停を
別紙に記載

広域トリップ
状況

市町跨ぎの移動割合
（H13.3.31現在の市町）
（運行実績による）

－ 52.47% 20

公共施設・
拠点施設
アクセス状況

評価対象外
（バス停から半径500m
以内に存在する
学校（小・中・高・大・専
門学校）
病院（主なもので可）
拠点商業施設・企業
（主なもので可）
その他（官公庁・駅等）

－ 別紙

キロ当たり
経費

補助対象年度の前年
度の地域キロ当たり経
常費用単価（静岡・山
梨ブロック）との比較

－ 320.82円 12

合計 58 評価指標

A（52～79点）：地域間幹線系統として優れた役割を果たしている
B（26～51点）：地域間幹線系統として適した運行となっている
C（  ～25点）：地域間幹線系統として改善に努力を要する

５％超　６点
▲５％以上５％以内　３点

▲５％超　０点

拠点（駅・BT）：１箇所２点
乗換可能なバス停：１箇所１点

上限２０点

～４％　　　　　０点
５～９％　　　　５点
１０～１４％　１０点
１５～１９％　１５点
２０％～　　　２０点

－

単価を上回った 　   ０点
単価～▲５％ 　   　 ３点

単価▲６～▲１０％　 　　 ６点
単価▲１１～▲１５％　 　 ９点

単価▲１６～▲２０％超　 １２点

A

有 事業者ごとの取組を記載

（２）各項目の評価

評価

計画数以上　３点
計画数未満　０点

（国土交通大臣が認める除外運
行回数は除く）

　　～２９％　０点
３０～３４％　３点
３５～３９％　６点
４０～４４％　９点

４５～４９％　１２点
５０～５４％　１５点
５５％～　　　１８点

評価 備考

A

A：運行目的どおり適切に実施
B：減便・系統短縮等、運行目的どおり実施さ
れていない点があった
C：運行目的どおり実施されなかった（路線廃
止）

有 事業者ごとの取組を記載

事業者名 秋葉バスサービス株式会社

系統名(起点～経由地～終点） 秋葉中遠線（横須賀車庫～新岡崎～袋井駅南口）

R4.10.1～R5.9.30 令和5年度

４秋葉中遠線(横須賀）



（１）基本的事項

項　目

主な運行目的

増収策

費用削減策

（２）各項目の評価

項　目 内　　　容

ネットワーク構成

（主な乗換え拠点・バス停）

（拠点）
ＪＲ袋井駅ターミナル
（バス停）
自社他系統および他社系統分岐バス停：芝、浅羽支所、横須賀車庫前

公共施設
拠点施設
アクセス状況

（バス停から半径500ｍ以内に存在する主な公共・拠点施設）

（学校）
浅羽北小学校、浅羽中学校、笠原小学校、横須賀高校、横須賀小学校、大須賀中学校
（官公庁）
袋井市浅羽支所
（駅）
JR袋井駅

地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート（別紙）

内　　　容

JR袋井駅から掛川市南部の横須賀を結ぶ地域間幹線系統で、沿線の高等学校、小学校等の通学に必要な系統であ
る。　　　　また、掛川市南部および袋井市南部からＪＲ袋井駅へ出る主系統であるため他市への通勤、通学のためにも
必要な系統である。

①JRとの接続改善及び覚えやすい統一感のある時刻設定
・令和元年10月ダイヤ改正
②上記の周知
・沿線医療機関、商業施設、学校へ掲示用及び持帰り用時刻表の配付
・沿線住宅へ最寄バス停及び路線全体時刻表、乗り方案内、路線図をポスティング
・回覧板、広報等によるダイヤ改正告知、乗り方案内、時刻表入手方法の案内を周知
③年度初め（4月）のバス乗り方、時刻表等の周知
・上記②と基本同じ対応実施
④時刻表等の案内（常時）
・ＨＰ及びＦａｘに加えGTFS対応を開始
⑤沿線小学校等におけるバスの乗り方教室の開催
⑥バスロケーションシステムの導入
⑦スマホ定期券の販売開始

①キロ当り経常費用上昇の抑制
・少人数の管理体制維持による一般管理上昇の抑制
・設備投資の抑制（車両及び車載機の長期使用等）
・効率的な勤務指定及び昇給額の抑制等による人件費の抑制
・静鉄グループのスケールメリットを活かした廉価な軽油購入
②エコドライブ取組強化期間の設定（1～4月）
・暖気運転の抑制、個人目標の設定等

４秋葉中遠線(横須賀）



市町名 森町

系統名 取組内容

秋葉線
（袋井駅前～遠州
森町～気多）

・今年度については、運行経費の一部負担を実施予定。また、町広
報誌にて利用促進のＰＲ、役場庁舎にて時刻表配布を実施した。
・来年度については、運行経費の一部負担、利用促進のＰＲ、役場
庁舎にて時刻表配布を引き続き実施予定。
・６月豪雨災害により、一部区間について運休しているが、できる
限り運休区間を短くするため、バス車両の切り返し場所の確保や整
備など、バス事業者と連携して行った。

秋葉中遠線
（袋井駅前～袋井
市民病院～遠州森
町）

・今年度については、運行経費の一部負担を実施予定。また、町広
報誌にて利用促進のＰＲ、役場庁舎にて時刻表配布を実施した。
・来年度については、運行経費の一部負担、利用促進のＰＲ、役場
庁舎にて時刻表配布を引き続き実施予定。

（＊）当該系統に対するMMなど利用促進に関する取組や金銭的負担等について具体的に記載

地域間幹線系統市町取組シート 様式３



　　バス事業者単独での維持が困難な旨の申し出があったバス路線の現状（対象期間：R４.10/1～R５.9/30）及び申し出に対する対応方策について

起　点 経由地 終　点 全体 うち森町 平日 土日祝日 国 県 森町 浜松市 袋井市 掛川市

1
秋葉バス
サービス

秋葉線 袋井駅前 遠州森町 気　多 43.5 20.06 8.0 4.0 92,751 19,705 54,224 △ 34,519 3,941 3,941 14,154 6,682 5,818 0

秋葉線は、主に、森町内外の教
育機関への通学に利用されてい
る路線であり、通勤・通院・買
い物等にも利用されている。
令和５年６月豪雨災害により、
乙丸バス停～気多バス停間が運
休している。

秋葉線は、生活交通確保の上で
重要な役割を担っているため、
運行経費の欠損額を補助し、系
統を維持していく。

2 〃 秋葉中遠線 袋井駅前 袋井市民病院 遠州森町 13.0 5.6 20.0 15.0 144,305 30,485 57,904 △ 27,419 4,292 4,292 7,958 0 10,894 0

3 〃 〃 袋井駅前 森町病院 遠州森町 14.5 7.1 4.0 0.0 36,693 6,487 9,271 △ 2,784 0 0 1,364 0 1,422 0

4 〃 〃 袋井駅前 横手橋 遠州森町 12.0 5.6 1.5 2.0 8,639 1,755 4,803 △ 3,048 0 0 1,422 0 1,625 0

5 〃 〃 遠州森町 袋井駅前 大東支所 30.7 5.6 1.5 0.0 21,384 4,599 7,361 △ 2,762 0 0 504 0 1,395 864

注1 千円未満切り捨て
注2 秋葉中遠線の２番の系統については、国庫補助申請の都合上、副系統（イオン・パティオ経由）を含む
注3 国庫補助系統（番号1,2）については、令和７年度（令和６年10月～令和７年９月運行）、令和８年度（令和７年10月～令和８年９月運行）、令和９年度（令和８年10月～令和９年９月運行）の3年間における申し出となっている

市町補助予定額
路線の性質

申し出に対する対応方策
(事務局案)

秋葉中遠線は、主に、森町内外
の教育機関への通学に必要と
なっている路線であり、通勤・
通院・買い物等にも利用されて
いる。

秋葉中遠線は、生活交通確保の
上で重要な役割を担っているた
め、運行経費の欠損額を補助
し、系統を維持していく。

運行回数
(1日あたり・往復回数) 利用者数

（人）
経常収益
（千円）

経常費用
（千円）

経常損益
（千円）

国県補助額
（内定額）

協議事項

番
号

事業者名 路線名
系　統 運行距離(km)

資料２



　　市町が自主運行バスとして運行する旨の申し出があったバス路線の現状（対象期間：R５.4/1～R６.3/31）及び申し出に対する対応方策について

起　点 経由地 終　点 うち森町 平日 土日祝日 森町 浜松市 袋井市 掛川市 磐田市

1
森　町
袋井市
磐田市

磐田線 遠州森町 森山入口 磐田駅前 21.7 6.7 3 0 21,348 5,337 11,186 △ 5,849 1,805 0 1,428 0 2,614

2 〃 〃 遠州森町 森町病院 磐田駅前 22.0 7.0 2 0 13,437 3,363 7,562 △ 4,199 1,335 0 1,011 0 1,850

3 森　町 吉川線 森町病院 元開橋 落　合

14.9
／

14.0

14.9
／

14.0
6 6.5 4,323 926 7,786 △ 6,860

・主に小中学生の通学に利用さ
れている路線であり、通院・買
い物・観光にも利用されてい
る。
・一部デマンド運行またはデマ
ンド運行で運行を行っている。

4 〃 〃 遠州森町 アクティ森 落　合 11.1 11.1 1.5 0 23 9 13 △ 4

・主に中学生の通学に利用され
ている路線であり、通院・買い
物・観光にも利用されている。
・デマンド運行で運行を行って
いる。

5 〃 大河内線 森林組合 三　倉 下　島 10.2 10.2 5.5 0 4,176 503 4,842 △ 4,339

・主に小中学生の通学に利用さ
れている路線であり、通院にも
利用されている。
・定時運行又はデマンド運行で
運行を行っている。

6 〃 大河内線 森林組合 三　倉 開郷 8.1 8.1 1 0 588 141 1,362 △ 1,221

・主に小中学生の通学に利用さ
れている路線であり、通院にも
利用されている。
・定時運行で運行を行ってい
る。

注１ 経常収益は千円未満切り捨て、経常費用は千円未満切り上げ
注２ 吉川線及び大河内線については、定時運行分と一部デマンド運行分、デマンド運行分を合計した数値
注３ 自主運行バスについては、県補助あり（R５年度分申請額　吉川線 1,606千円、大河内線 1,112千円、磐田線 1,177千円　）　

1,221

大河内線は、生活交通確保の上
で重要な役割を担っているた
め、系統を維持していく。

6,860

吉川線は、生活交通確保の上で
重要な役割を担っているため、
系統を維持していく。

4

4,339

路線の性質
申し出に対する対応方策

(事務局案)

主に磐田市及び森町の高校に通
う生徒の通学に利用されている
路線であり、通勤・通院にも利
用されている。

磐田線は、生活交通確保の上で
重要な役割を担っているため、
運行経費の欠損額を補助し、系
統を維持していく。

森町

運行回数
（1日あたり・往復回数） 利用者数

（人）

経常収益
（千円）
※見込み値

経常費用
（千円）

※見込み値

経常損益
（千円）

※見込み値

市町補助予定額　※見込み値

協議事項

番
号

事業者名 路線名

運行系統 運行距離(km)



 

 

森町地域公共交通会議要綱等の改正について 

 

1. 改正概要 

令和６年度組織機構改革により、森町地域公共交通会議の担当課名が変更となる

ため、要綱等の改正（令和６年４月１日から施行）について協議を行います。 

 

2. 改正内容 

① 森町地域公共交通会議要綱 

現     行 改  正  案 

（庶務） （庶務） 

第９条 会議の庶務は、企画財政課において処理

する。 

第９条 会議の庶務は、政策企画課において処理

する。 

 

 

② 森町地域公共交通会議事務局規程 

現     行 改  正  案 

（職員等） （職員等） 

第３条 （略） 

２ 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、企画財政課職員をもって充て

る。 

 

第３条 （略） 

２ 事務局長は、政策企画課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、政策企画課職員をもって充て

る。 

 

 

③ 森町地域公共交通会議財務規程 

現     行 改  正  案 

（予算） （予算） 

第２条 （略） 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ 事務局員は、企画財政課職員をもって充て

る。 

 

（会議出納員） 

第７条 会長は、会議の事務局職員のうちから会

議出納員を命ずることができる。 

２ （略） 

第２条 （略） 

１ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （削除） 

 

 

（会議出納員） 

第７条 会長は、会議の事務局員のうちから会議

出納員を命ずることができる。 

２ （略） 

 

 

資料３
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○森町地域公共交通会議要綱 

平成19年11月26日告示第66号 

改正 

平成23年３月28日告示第99号 

平成29年11月24日告示第87号 

令和３年11月22日告示第154号 

森町地域公共交通会議要綱 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号）及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平

成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。）の規定に基づき、地域における需要に応じ

た住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即

した輸送サービスの実現に必要となる事項並びに地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）

の作成、変更及び実施に関し必要となる事項を協議するため、森町に、森町地域公共交通会議（以

下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。 

(２) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

(３) 活性化再生法の規定に基づく交通計画の作成、変更及び実施に関すること。 

(４) 会議の運営方法その他会議が必要と認める事項に関すること。 

(５) その他法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

（組織） 

第３条 会議は、会長及び委員25人以内をもって組織する。 

（委員の任命） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。 

(１) 一般乗合旅客自動車運送事業者の役員又は職員 

(２) 一般乗用旅客自動車運送事業者の役員又は職員 

(３) 住民又は利用者の代表 

(４) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者 

(５) 静岡県袋井土木事務所長又はその指名する者 
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(６) 静岡県袋井警察署長又はその指名する者 

(７) 森町社会福祉協議会会長又はその指名する者 

(８) 学識経験のある者その他会議が必要と認める者 

(９) 前各号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認める者 

（委員の任期等） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び監事） 

第６条 会議に会長１人及び監事２人を置く。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

５ 監事は、会長が指名する。 

６ 監事は、会議の監査事務を行う。 

（議事） 

第７条 会議は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

２ 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができるものとし、あら

かじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の

出席とみなす。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 会長に事故がある場合の前項の規定の適用については、前条第４項に規定する委員は、会長と

みなす。 

５ 会議は、簡易な議事については書面による開催とすることができるものとする。 

６ 会議は、これを公開しなければならない。ただし、事業者の事業上の秘密を保つため必要があ

ると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。 

（協議の結果の尊重） 

第８条 会議において協議が調った事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重しな

ければならない。 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、政策企画課において処理する。 
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（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が

会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（委員の任期の特例） 

２ この告示の施行後最初に任命される委員の任期は、第５条第１項の規定にかかわらず、平成21

年３月31日までとする。 

附 則（平成23年３月28日告示第99号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年11月24日告示第87号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和３年11月22日告示第154号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和 年 月 日告示第 号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 



森町地域公共交通会議事務局規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、森町地域公共交通会議要綱第 10 条の規定に基づき、森町

地域公共交通会議（以下「会議」という。）の事務局に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 会議に関すること。 

⑵ 会議の資料作成に関すること。 

⑶ 会議の庶務に関すること。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項 

（職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、政策企画課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、政策企画課職員をもって充てる。 

（専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又

は重要と認められる事項については、この限りでない。 

 ⑴ 事務局の運営に関すること。 

 ⑵ 物品の購入その他会議運営に必要な契約の締結に関すること。 

 ⑶ 物品及び現金の出納に関すること。 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。 

（文書の取扱い） 

第５条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必

要な事項は、森町において定められている文書の取扱いの例による。 

（公印の取扱い） 

第６条 会議の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、

個数及び管理者は別表のとおりとする。 

２ 会議の公印の保管、取扱い等については、森町において定められている公印

の取扱いの例による。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 



この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表（第６条関係） 

名称 形状 書体 寸法 用途 個数 管理者 

森町地域

公共交通

会議会長

の印 

 

古印体 

21mm 

× 

21mm 

会長名を

もって発

する文書 

１個 事務局長 

 



森町地域公共交通会議財務規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、森町地域公共交通会議要綱第 10 条の規定に基づき、森町

地域公共交通会議（以下「会議」という。）の財務に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（予算） 

第２条 会議の予算は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入

とし、会議の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。 

２ 会議の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、会議に

諮るものとする。 

３ 会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終了する。 

４ 会長は、第２項の規定により予算が会議の承認を得たときは、当該予算書の

写しを速やかに町に送付しなければならない。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、規定予算に補正の必要が生じたとき

は、これを調製し、速やかに会議に諮るものとする。 

２ 前項の規定により、補正予算が会議の承認を得たときは、前条第４項の規定

を準用する。 

（予算区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第

２に定める以外の項及び目を定めることができる。 

（予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 会長は、歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の会議に

報告しなければならない。 

（出納及び現金等の保管） 

第６条 会議の出納は、会長が行う。 

２ 会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならな

い。 

（会議出納員） 

第７条 会長は、会議の事務局員のうちから会議出納員を命ずることができる。 

２ 出納員は、会長の命を受けて、会議の出納その他会計事務をつかさどる。 

（収入及び支出の手続） 

第８条 会議の予算に係る収入及び支出の手続きは、町の例により行うものと



する。 

２ 出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

 ⑴ 予算整理簿 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

（決算等） 

第９条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、会議の決算を調製し、会議の承

認を得るものとする。 

２ 会長は、前項の承認を得るにあたっては、監事の監査を受け、その結果を添

えなければならない。 

３ 会長は、第１項の規定により会議の承認を得たときは、当該決算書の写しを

速やかに町に送付しなければならない。 

（委任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

   附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第４条関係） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 

 

別表第２（第４条関係） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 運営費 
１ 会議費 １ 会議費 

２ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 

 



森町自家用有償旅客運送の更新手続きについて 
 

 

 

自家用有償旅客運送者の登録の有効期間が令和６年５月３１日までであり、登録を更

新するにあたり、改めて森町地域公共交通会議で下記の事項について協議が必要となる。 

（参考） ・現在の登録の有効期間「令和３年６月１日から令和６年５月３１日」 

（更新後の有効期間は、令和６年６月１日より３年間（予定）） 

 ・自家用有償旅客運送の種別「交通空白地有償運送」 

 

運送主体 森町 

運送の目的（交通

空白輸送、市町村

福祉輸送の別） 

交通空白地域において、主に、児童・生徒の通学や高齢者等の病院

への通院の足を確保するため、森町が有償で旅客輸送の運営をする。

(交通空白地有償運送) 

運送しようとす

る旅客の範囲 

森町在住の住民及びその親族、観光客、その他森町に日常の用務を

有する者 

路線 

又は 

運送の区域 

 起点 主たる経由地 終点 キロ程 運行形態 

大

河

内

線 

森林組合 三倉 下島 10.2 ㎞ 定時 

森林組合 三倉 下島 10.2 ㎞ 定時デマンド 

森林組合 三倉 開郷 8.1 ㎞ 定時 

吉

川

線 

森町病院 元開橋 落合 
14.9 ㎞/ 

14.0 ㎞ 
定時デマンド 

森町病院 落合下 落合 
14.9 ㎞/ 

14.0 ㎞ 
一部デマンド 

森町病院 アクティ森 落合 
14.9 ㎞/ 

14.0 ㎞ 
一部デマンド 

遠州森町 アクティ森 落合 11.1 ㎞ 定時デマンド 

※一部デマンド運行の主たる経由地は、定時運行部分の終点をいう。 

 

【路線又は運送の区域ごとの対価の額】 

（大河内線） 

「森林組合」～「下島」（定額制） 大人 200 円、小人 100 円 

（吉川線） 

①「森町病院」～「元開橋」  ②「元開橋」～「落合」 

路線を２区間に区分し、各地区内で乗降した場合は、大人 200 円、小人 100 円 

①と②の両方の区間を利用する場合は、大人 400 円、小人 200 円とする。 

（運賃の減免・割引） 

  ・障害者等（手帳提示）：利用料金の半額 

  ・定期乗車券：利用料金は 1 か月 30 日(平日のみ 22 日)で計算し、４割引 

  ・未就学児が保護者と一緒に乗車する場合は、保護者１人につき２人まで無料 

 

【その他資料】 森町営バス運行系統図、森町営バス時刻表、森町公共交通 MAP 

資料４
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第１章 はじめに 

１ー１ 策定の経緯 
我が国では、急速な少子高齢化・人口減少時代の到来や国民の移動手段の多様化等の社会経

済情勢の変化に伴い、地域公共交通の利用者は減少傾向にあります。また、近年、地域公共交

通を担う運転者不足が深刻化していることや、高齢運転者による交通事故の社会問題化に伴

い、高齢者の運転免許証の自主返納が進んでいるため、安心して自主返納できるよう、高齢者

が利用しやすい交通サービスを確保する必要があることなど、住民の移動手段の確保が切実な

課題となっています。 

このような状況を踏まえ、地方公共団体が先頭に立って、公共交通事業者、住民・利用者、

学識経験者をはじめとする地域の関係者が知恵を出し合い、合意の下で、路線、ダイヤ等の見

直しや、新たな技術の活用により地域公共交通の改善を図りつつ、公共交通のみでは移動ニー

ズに対応しきれない場合には、スクールバスや福祉輸送、商業施設の送迎サービスなど地域の

輸送資源を総動員し、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する取り組みを推進

するため、令和２年 11月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下、「法」と

いう）の一部が改正され、施行されました。 

 

本町の公共交通としては、掛川市と本町や浜松市を経由して湖西市を結ぶ天竜浜名湖鉄道

や、地域間幹線系統の路線バスとして、南北に秋葉線と秋葉中遠線が運行されています。ま

た、町が事業者撤退路線を引き継いだ自主運行バスとして、磐田市及び袋井市との共同運行の

磐田線や町営バスの大河内線と吉川線を運行しています。 

これらに加えて、個別の移動ニーズに対応するタクシーが運行されている他、もり移動支援

調整センター（運営主体：森町社会福祉協議会）によるボランティア移動支援や、無医地区の

住民医療の確保を図ることを目的として患者バスが運行されています。 

 

本町における公共交通の役割は、学校統廃合によるバス通学の開始や高齢化等によりその重

要性が増しています。一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により利用者が減少し、

現在も回復に至っていないなど、既存路線の確保・維持に向けて厳しい状況が続いています。

さらに、今後一層の人口減少、少子高齢化が見込まれるため、地域の実情に合った、効果的で

効率的な公共交通サービスへと見直しをする必要があります。 

こうした状況を踏まえ、公共交通に関わる様々な主体が相互に協力して、本町にとって持続

可能かつ効果的な公共交通網を形成し、公共交通サービスの維持確保を図ることを目的とし

て、法に基づいた公共交通政策のマスタープランとなる「森町地域公共交通法定計画」を策定

します。 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への貢献 

 森町地域公共交通法定計画の目標達成に向けた施策を

実行することで、ＳＤＧｓの達成にもつなげていけるよ

う取組を推進します。 

ＳＤＧｓ…誰一人取り残さない持続可能でより良い社会

の実現を目指す、国際社会共通の目標 

 

   

 

 

 本計画との 

関連事項 



-2- 

１ー２ 計画の位置づけ 

本計画は、町の最上位計画である「第９次森町総合計画」との整合を図るとともに、「森

町都市計画マスタープラン」や「森町立地適正化計画」などの計画についても、整合や連携

を図り、地域公共交通を取り巻く課題を解決するため、公共交通政策のマスタープランとし

て策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ー３ 計画の対象 

 

本計画の対象区域は、森町全域とします。 

 

１ー４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和 10年度の５年間とします。 

なお、計画の期間内においても、今後の社会情勢などの変化や関連計画の見直しなどに適

応するよう、必要に応じて計画の見直し・修正を行います。  

広域計画 

“ふじのくに”地域公共交通計画 

（静岡県計画） 

整合・連携 

上位計画等 

第２期森町人口ビジョン及び 
第９次森町総合計画 

【H28～R７年度】 

森町都市計画マスタープラン 

【H24～R22年度】 

 

森町立地適正化計画 

【R１～R22年度】 

連動 

整合 整合 

整
合
・
連
携 

関連分野の計画 

○遠州の小京都「まちづくり」

基本構想・基本計画 

○森町地域福祉計画 など 

整合・連携 

森町地域公共交通 

法定計画 

整合・連携 
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第２章 公共交通を取り巻く現状と課題 

２ー１ 地域特性の現状 

２-１-１ 位置等 
本町は、静岡県西部の中東遠地域北部に位置し、北西は浜松市天竜区、南西は磐田市、北東

は島田市、南東は掛川市、南は袋井市と接しています。 

町域は東西約 13㎞、南北約 24 ㎞と南北に長く、面積は 133.91 ㎢となっています。 

静岡市から約 60㎞、浜松市から約 25 ㎞に位置しています。 

地形は赤石山脈に属し、町域の約 70％を山林が占めており、二級河川太田川が町を南北に流

れ、町中心部から南部にかけて太田川流域に平野部が広がり、市街地や田園を形成していま

す。町北部の山間部には、河川沿いの限られた山あいの平坦地に集落地が点在しています。  

 

 

  

天
竜
浜
名
湖
鉄
道
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２-１-２ 人口動態 

（１）人口推移および人口推計 

本町の人口は減少傾向にあり、令和２年では 17,457 人となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所による人口推計では、令和 27 年（2045 年）には 11,671 人ま

で減少することが予測されています。加えて、75 歳以上人口の割合は増加する見込みです。 

 

 ■人口推移 

 

 
資料：国勢調査 

 ■将来人口推計 

 

 
 

資料：令和２年は国勢調査、令和７年以降は令和５年国立社会保障・人口問題研究所の推計値 

20,689 20,273 19,435 18,528 
17,457 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）

2,012 1,705 1,372 1,113 1,017 956 

9,422
8,164 7,553 6,994 6,239 5,494 

2,884
2,785 

2,362 
1,921 

1,863 1,912 

3,139

3,373 

3,621 
3,763 

3,590 3,309 

17,457
16,027 

14,908 
13,791 

12,709 
11,671 

18.0% 21.0%
24.3% 27.3% 28.2%

28.4%

16.5% 17.4% 15.8% 13.9% 14.7% 16.4%

54.0% 50.9% 50.7%

50.7%

49.1% 47.1%

11.5% 10.6% 9.2% 8.1% 8.0% 8.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

75歳以上（人） 65歳以上75歳未満（人）
15歳以上65歳未満（人） 15歳未満（人）
75歳以上割合（％） 65歳以上75歳未満割合（％）（人）

将来推計
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（２）年齢別人口 

年齢別人口をみると、65 歳以上の人口は増加傾向にあり、令和２年では 6,023 人、割合でみ

ると 34.50％となっています。 

 

■年齢別人口 

 

 
※総数は不詳補完値を含むため、各年代の合計と必ずしも一致しない  

資料：国勢調査 

 

 

  

3,193 2,686 2,431 2,277 2,012 

12,503 12,310 11,613 10,539 9,422 

4,993 5,277 
5,387 

5,712 
6,023 

20,689 20,273 
19,435 

18,528 
17,457 

15.43% 13.25% 12.51% 12.29% 11.53%

60.43% 60.72% 59.75% 56.88% 53.97%

24.13% 26.03% 27.72% 30.83% 34.50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

15歳未満（人） 15~64歳（人） 65歳以上（人）

15歳未満割合（％） 15~64歳割合（％） 65歳以上割合（％）

（人）



 

-6- 

（３）地区別人口 

地区別人口をみると、令和２年で森地区が 6,548 人と最も多く、森地区に最も人口が集中し

ています。次いで、園田地区、飯田地区にも一定程度の人口集中がみられます。 

一方で、山間部の三倉地区や天方地区では、人口が 600 人～1,000 人程度と比較的少なくな

っており、減少率も大きくみられます。 

 

    ■地区別人口 
（単位：人） 

 
 

資料：国勢調査（小地域集計） 

    ■地区区分図 

 

 

 

資料：都市計画マスタープラン 

 

  

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
増減率
H12-R2

森地区 7,648 7,663 7,193 6,876 6,548 -14.4%
一宮地区 1,991 1,905 1,891 1,869 1,779 -10.6%
園田地区 4,018 3,920 3,951 3,823 3,647 -9.2%
飯田地区 4,272 4,249 4,122 3,966 3,789 -11.3%
三倉地区 1,239 1,072 943 801 661 -46.7%
天方地区 1,521 1,464 1,335 1,193 1,033 -32.1%

地区
人口
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（４）人口分布 

人口分布をみると、町内の南側に人口が集中しており、特に中心拠点である遠州森駅周辺に

人口集積がみられます。 

 

 ■人口分布 
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305 
349 

451 

568 

705 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（世帯）

（５）世帯数 

世帯数は増加傾向にあり、令和２年で 6,235 世帯と、平成 27 年と比べて約 100 世帯増加して

います。一方、一世帯当たりの人口はゆるやかな減少傾向にあり、令和２年で 2.80 人/世帯と

なっています。 

高齢単身世帯数をみると、増加傾向にあり、令和２年で 705 世帯となっていることから、今

後、公共交通サービスの必要性は高まることが考えられます。 

地区別世帯数をみると、高齢単身世帯・高齢夫婦世帯ともに、森地区、飯田地区での分布が

多くみられます。 

 

     ■世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ■高齢単身世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ■地区別世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
 

資料：令和２年国勢調査 

5,789 5,999 6,121 6,133 6,235 

3.57 3.38 3.18 3.02 
2.80 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

世帯数（世帯） 一世帯当たりの人口（人）

（世帯） （人/世帯）

総世帯 割合 高齢単身世帯 割合 高齢夫婦世帯 割合
森地区 2,458 39.4% 310 44.0% 328 38.3%
一宮地区 806 12.9% 88 12.5% 125 14.6%
園田地区 980 15.7% 76 10.8% 118 13.8%
飯田地区 1,350 21.7% 114 16.2% 173 20.2%
三倉地区 278 4.5% 62 8.8% 62 7.2%
天方地区 363 5.8% 55 7.8% 51 6.0%
計 6,235 100% 705 100% 857 100%

地区
世帯数
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２-１-３ 通勤・通学流動 

（１）通勤流動 

令和２年の通勤流動をみると、森町内での通勤（4,478 人）が最も多くみられます。町外の流

動は、袋井市（3,503 人）・磐田市（2,261 人）・掛川市（1,932 人）・浜松市（1,755 人）の

流動が多くみられます。 

平成 27 年の流動と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

（※20 人以上） 
■通勤流動（令和２年） 

（※20 人以上） 
■通勤流動（平成 27 年） 
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（２）通学流動 

令和２年の通学流動をみると、袋井市（290 人）、掛川市（240）、森町内（207 人）の通学

が多く、浜松市（128 人）との流動も多くみられます。 

平成 27 年の流動と比べると、大きな変化はみられません。 

 

 

資料：国勢調査 

  

（※10 人以上） 
■通学流動（令和２年） 

（※10 人以上） 
■通学流動（平成 27 年） 
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２-１-４ 観光流動 

（１）観光入込客数の推移 

観光入込客数をみると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和元年度に比べて

令和２年度及び令和３年度は大きく減少していますが、令和元年度までは約 110 万人程度を推移

しています。 

 

 ■観光入込客数 

 
資料：町提供資料 

 

（２）施設別観光入込客数 

施設別観光入込客数をみると、「小國神社」が最も多くなっています。その他には、「アク

ティ森」「極楽寺」への来訪もみられます。 

 

 ■施設別観光入込客数 
（単位：人） 

 
 

資料：町提供資料 

  

1,099 1,092 1,059 

591 
748 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（千人）

施設名/年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
極楽寺 19,550 19,650 18,650 14,550 13,450
小國神社 861,000 861,000 860,000 520,000 665,000
大洞院 16,100 12,100 11,200 3,690 3,000
蓮華寺 13,900 15,250 15,250 8,520 8,850
アクティ森 84,148 77,940 75,343 33,289 39,745
香勝寺 15,770 19,410 10,080 5,615 5,985
歴史民俗資料館 2,917 2,359 2,606 2,076 2,198
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２-１-５ 自家用車の保有状況 

（１）自家用車の保有台数 

自家用車の保有台数は概ね横ばいであり、令和４年では 11,427 台となっています。 

令和４年の１世帯当たりの保有台数は 1.84 台であり、県内市町で１位と高い状況です。 

 

 ■自家用車保有台数 

 
資料：静岡県自動車保有台数調査 

 

 

（２）運転免許の保有数 

運転免許の保有数は、全体で 12,568 人であり、そのうち 65 歳以上の高齢者は 4,254 人とな

っており、免許保有者の３分の１以上が 65 歳以上の高齢者となっています。 

 

 ■運転免許の保有数 

 

 
 

資料：町提供資料（令和４年８月１日現在） 

 

 

 

 

  

11,759 11,713 11,694 11,598 11,427

1.88 1.85 1.84 1.86 1.84

0.0
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1.0
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2.0

0

5,000

10,000

15,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

自家用車（台） 1世帯当たりの保有台数（台/世帯）

（台） （台/世帯）

男 女 全体 男 女
12,568 6,681 5,887 4,254 2,334 1,920

全体（人）
男女別内訳 その内65歳以上の高齢者
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２-１-６ 施設の立地状況 

生活関連施設（商業・医療・公共）は、特に遠州森駅周辺に集積しています。 

山間部においては観光施設の立地が多く、商業施設・医療施設の立地は少ないです。 

 

 ■施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※令和５年４月現在 
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■施設の立地状況（中心部拡大図） 

 

 

 

  

※令和５年４月現在 
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２ー２ 公共交通の現状 

２-２-１ 町内公共交通の運行状況 

（１）公共交通ネットワーク 

鉄道は、天竜浜名湖鉄道㈱により、天竜浜名湖線が運行されており、町内には戸綿駅、遠州

森駅、森町病院前駅、円田駅、遠江一宮駅の５駅が設置されています。 

民間路線バスは、秋葉バスサービス㈱により、秋葉線、秋葉中遠線の２路線が運行されてい

ます。 

自主運行バスは、事業者撤退路線を引き継ぎ、磐田線、大河内線、吉川線の３路線を運行し

ています。そのうち、大河内線と吉川線は町営バス、磐田線は磐田市・袋井市との共同のも

と、秋葉バスサービス㈱により運行されています。 

患者バスは、公立森町病院が無医地区の住民医療の確保を図ることを目的に、大河内線、大

久保線、一宮線を運行しています。 

その他、もり移動支援調整センターで、町民が自家用車を用いて運転手となるボランティア

移動支援が令和元年４月より町全域で実施されています。 

 

 ■公共交通ネットワーク 
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（２）運行状況 

鉄道は天竜浜名湖鉄道㈱により、天竜浜名湖線が運行されています。 

民間路線バスは、秋葉バスサービス㈱により、秋葉線、秋葉中遠線の２路線が運行されてい

ます。 

自主運行バスは、大河内線と吉川線は町営バス、磐田線は磐田市・袋井市との共同のもと、

秋葉バスサービス㈱により運行されています。 

患者バスは、公立森町病院により、大河内線、大久保線、一宮線が運行されています。 

タクシーは、令和４年度にタクシー事業者が１社廃業したため、町内に営業所はないもの

の、袋井タクシー㈱、袋井交通㈱、掛川タクシー㈱、遠鉄タクシー㈱により運行されていま

す。 

ボランティア移動支援は、運転手として 15 名が登録されています（令和４年 11 月１日現

在）。 

 

 ■路線一覧 

 

 
  

運行体系 事業者等 路線名 運賃 区間 

鉄道 天竜浜名湖鉄道（㈱） 天竜浜名湖線 対距離制 掛川駅～新所原駅 

民間 

路線バス 
秋葉バスサービス㈱ 

秋葉線 対距離制 袋井駅前～気多 

秋葉中遠線 対距離制 大東支所～遠州森町 

自主運行バス 

（町営バス） 

森町 

(㈱アマガタ) 
吉川線 

大人200円 

小人100円 

幼児100円 

①落合～元開橋 

大人200円 

小人100円 

幼児100円 

②元開橋～森町病院 

森町 

(NPO法人やまゆり三倉) 
大河内線 

大人200円 

小人100円 

幼児100円 

森林組合前～下島 

自主運行 

バス 

森町・磐田市・袋井市 

(秋葉バスサービス㈱) 
磐田線 対距離制 遠州森町～磐田駅前 

患者バス 公立森町病院 

大河内線 無償 大河内～森町病院 

大久保線 無償 田能～森町病院 

一宮線 無償 伏間(三叉路)～森町病院 

タクシー 

袋井タクシー㈱ 

袋井交通㈱ 

掛川タクシー㈱ 

遠鉄タクシー㈱ 

- 対距離制 町内全域 

ボランティア 

移動支援 

もり移動支援調整センター

（森町社会福祉協議会） 

運転手は一般ボランティア 

- 無償※ 町内全域 

※実際の運送に要したガソリン代については、利用者が負担 
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（３）利用状況 

全体の利用者数の推移をみると、年度によって増減はみられるものの、民間路線バス、患者

バスは減少傾向にあり、自主運行バスは増加傾向にあります。 

これらのうち、令和元年度から令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大によ

る減少要因や令和２年度に町内の中学校、令和３年度に町内の小学校の学校統廃合によるバス

通学利用者の増加要因があります。 

利用者が最も多いのは秋葉中遠線であり、令和３年度で 183,168 人となっており、次いで秋

葉線の 79,191 人です。一方、利用者が最も少ないのは患者バス一宮線であり、令和３年度で５

人となっています。 

平成 29 年度から令和３年度の増減率をみると、最も増加しているのは町営バス大河内線の

131.44%となっています。一方、患者バスは減少が大きく、中でも一宮線では－93.06%となって

います。 

 

 ■年度別利用者数の推移 

 

 
※1 民間路線バスの利用人数は、前年 10 月から当年９月の集計値（(例)令和３年度：令和２年 10月

から令和３年９月の集計値） 

 

資料：町提供資料 

  

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
秋葉線 101,760 95,633 87,146 78,480 79,191 -22.18%
秋葉中遠線 236,678 245,677 260,872 198,635 183,168 -22.61%
吉川線 3,661 3,603 3,704 3,353 5,552 51.65%
大河内線 1,988 2,353 2,549 3,571 4,601 131.44%

自主運行バス 磐田線 19,593 21,050 24,334 31,427 31,082 58.64%
大河内線 1,066 710 575 513 390 -63.41%
大久保線 1,126 991 754 653 583 -48.22%
一宮線 72 70 13 4 5 -93.06%

自主運行バス
（町営バス）

民間路線バス

患者バス

区分 路線名
利用人数（人） H29－R3の

増減率

※１
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① 鉄道 

一日当たりの駅乗降者数をみると、遠州森駅での乗降者が令和３年度で 582 人と最も多く、

戸綿駅においても一定程度の利用がみられます。 

これらについては、主に遠州森駅は通勤や遠江総合高校への通学、戸綿駅は通勤や通学等に

利用されているためと考えられます。 

一方で、森町病院前駅、円田駅、遠江一宮駅の乗降者数は少なく 100 人/日未満となっていま

す。 

 

 ■一日当たりの駅乗降者数 

 
資料：町提供資料 

 

 ■一日当たりの駅乗降者数 

 

駅名 
利用人数（人） 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

戸綿駅 260 296 288 215 218 

遠州森駅 714 669 660 534 582 

森町病院前駅 81 93 88 62 68 

円田駅 76 73 71 54 63 

遠江一宮駅 124 137 135 97 99 

 

資料：町提供資料 

 

  

260 296 288
215 218

714 669 660

534 582

81 93 88
62

68
76 73 71 54 63

124 137 135 97 99

0

200

400

600

800

1,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

戸綿駅 遠州森駅 森町病院前駅 円田駅 遠江一宮駅

（人）
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② 民間路線バス 

秋葉中遠線は、令和元年度まで増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により、令和２年度より大きく減少に転じており、令和３年度の利用者は 183,168 人とな

っています。ピーク時である令和元年度と令和３年度を比較すると、利用者は 77,704 人減少し

ています。 

秋葉線は、平成 29 年度から減少傾向にあり、令和２年度及び令和３年度の小中学校統廃合に

よる増加要因もありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和３年度で

79,191 人となっています。 

秋葉バスサービス(株)では、バスロケーションシステムが導入され、遠州森町バス停ロータ

リー内では、運行時刻表のデジタルサイネージが設置されています。 

 

 ■利用者数の推移 

 
資料：町提供資料 

 

 
 

 

  

101,760 95,633 
87,146 78,480 

79,191 

236,678 245,677 
260,872 

198,635 
183,168 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

秋葉線 秋葉中遠線

（人）

写真 バスロケーションシステム 写真 デジタルサイネージ 
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③ 町営バス 

a.吉川線 

吉川線は、一部デマンド運行の利用者が多く、令和３年度で 5,495 人となっています。 

平成 30 年度から一部デマンド運行を開始し、定時運行及び定時デマンド運行は、系統・ダイ

ヤの見直しにより減少しています。 

令和２年度及び令和３年度の小中学校統廃合によりバス通学の児童生徒が増え、令和３年度

の利用者全体の約７割が児童生徒の通学です。 

 

 ■利用状況 

 
資料：町提供資料 

b.大河内線 

大河内線の利用状況をみると、利用者は定時運行が定時デマンド運行よりも多く、令和３年

度で 3,829 人となっています。 

令和２年度及び令和３年度の小中学校統廃合によりバス通学の児童生徒が増え、令和３年度

の利用者全体の約９割が児童生徒の通学です。 

 

 ■利用状況 

 
資料：町提供資料 

1,798 

3,590 3,322 
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52 

1.69 
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定時運行（人） 定時デマンド運行（人）

一部デマンド運行（人） 定時運行一便当たり輸送実績（人/便）

定時デマンド運行一便当たり輸送実績（人/便） 一部デマンド運行一便当たり輸送実績（人/便）

（人） （人/便）

1.69 

1.15 

0.05 
0.04 0.02 

1.83 1.74 
1.49 

1.31 1.44 
1.24 1.23 

0.98 
1.38 

0.00
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平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
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定時デマンド運行一便当たり輸送実績（人/便）

一部デマンド運行一便当たり輸送実績（人/便）

(人/便）



 

-21- 

④ 自主運行バス（磐田線） 

磐田線の利用者は令和２年度まで増加傾向にありましたが、令和２年度は 31,427 人、令和３

年度は 31,082 人と横ばいになっています。 

平成 30 年度から令和２年度の増加については、令和元年９月に遠州鉄道㈱が運行する磐田市

立病院福田線が撤退し、主に高校生の通学利用が磐田線に移行した影響と考えられます。 

 

 ■利用者の推移 

 
資料：町提供資料 

 

⑤ 患者バス 

患者バスの利用状況をみると、全ての路線で利用者は減少傾向にあり、特に平成 30年度から

令和元年度にかけての減少が顕著にみられます。 

利用者が最も多いのは大久保線であり、令和３年度で 583 人です。一方、利用者が最も少な

いのは一宮線であり、令和３年度で５人となっています。 

 

 ■患者バスの利用状況 

資料：町提供資料 

19,593 21,050 
24,334 

31,427 31,082 

0
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

磐田線
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（４）財政負担状況 

平成 29 年度から令和３年度にかけて、いずれの路線においても町負担額は増加していま

す。 

民間路線バスは、令和元年度から令和３年度の町負担額の増加については、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大による利用者の大幅な減少や人件費及び減価償却費の増加等の影響と考えら

れます。 

秋葉線（民間路線バス）は、令和２年度から令和３年度にかけて利用者数の変化は大きくな

いものの、町負担額が 3,012 千円と大きく増加しています。 

秋葉中遠線（民間路線バス）は、町負担額が令和元年度まではばらつきがみられますが、コ

ロナ禍である令和２年度以降大きく増加しています。 

吉川線（町営バス）は、町負担額の増減率が平成 29 年度と令和３年度を比べた際、27.42%

増加を示していますが、利用者数についても学校統廃合の影響で 51.65％増加しています。 

大河内線（町営バス）は、町負担額の増減率が平成 29 年度と令和３年度を比べた際、

25.96%増加を示していますが、利用者数についても学校統廃合の影響で 131.44％増加していま

す。 

磐田線（自主運行バス）は、町負担額が平成 29年度から令和３年度にかけて 10.48％増加し

ていますが、事業者撤退路線を引き継いだ影響で利用者数も 58.64％増加しています。 

患者バスは、利用者数が各路線において減少傾向にありますが、町負担額は 2,900 千円程度

で増減しています。 

 

 ■路線ごとの財政負担状況 

 
※１ 民間路線バスの利用者数は、前年 10 月から当年９月の集計値（(例)令和３年度：令和２年 10

月から令和３年９月の集計値） 

民間路線バスの町負担額は、前年 10 月から当年９月の運行に基づく、バス事業者への補助金額 

※２ 町営バスの町負担額は、運行経費から運賃収入と県補助金額を引いた額 

※３ 自主運行バス磐田線の町負担額は、バス事業者への補助金額から県補助金額を引いた額 

※４ 患者バスの町負担額は、委託料と燃料費の合計額 

 

資料：町提供資料 

  

利用者数（人）
町負担額（円）

利用者数 101,760 95,633 87,146 78,480 79,191 -22.18%
町負担額 8,587,000 9,154,000 9,404,000 8,921,000 11,933,000 38.97%
利用者数 236,678 245,677 260,872 198,635 183,168 -22.61%
町負担額 3,154,000 4,282,000 2,970,000 5,894,000 9,120,000 189.16%
利用者数 3,661 3,603 3,704 3,353 5,552 51.65%
町負担額 3,962,190 3,759,779 5,085,029 5,085,799 5,048,477 27.42%
利用者数 1,988 2,353 2,549 3,571 4,601 131.44%
町負担額 3,041,476 2,987,134 3,100,398 4,016,416 3,831,102 25.96%
利用者数 19,593 21,050 24,334 31,427 31,082 58.64%
町負担額 1,383,000 1,144,000 1,064,000 1,831,000 1,528,000 10.48%

大河内線 利用者数 1,066 710 575 513 390 -63.41%
大久保線 利用者数 1,126 991 754 653 583 -48.22%
一宮線 利用者数 72 70 13 4 5 -93.06%
合計 町負担額 2,755,545 2,920,504 2,928,687 2,930,355 3,040,457 10.34%

自主運行バス 磐田線

患者バス

H29－R3
の増減率

区分 路線名 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

秋葉線

秋葉中遠線
民間路線バス

自主運行バス
（町営バス）

吉川線

大河内線

※１

※２

※３

※４
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① 民間路線バス（秋葉線、秋葉中遠線） 

民間路線バスの財政負担状況をみると、町負担額は年度によってばらつきがありますが、秋

葉線、秋葉中遠線ともに増加傾向がみられます。 

利用者一人当たりの町負担額をみると、秋葉線は増加傾向にあり、平成 29 年度では 84.4

円、令和３年度では 150.7 円と約 1.8 倍増加しています。一方、秋葉中遠線は平成 29 年度では

13.3 円、令和３年度では 49.8 円と約 3.7 倍増加しています。 

 

 ■運行負担額（民間路線バス） 

 
資料：町提供資料 
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② 町営バス 

a.吉川線 

吉川線の財政負担状況をみると、町負担額は令和元年度から横ばいであり、令和３年度で

505 万円となっています。また、利用者一人当たりの町負担額については、令和２年度までは

増加傾向にありましたが、令和２年度から令和３年度にかけては減少しています。これにつ

いては、小学校統廃合による通学利用者増加の影響が大きいと考えられます。 

 

 ■運行負担額（吉川線） 

 
資料：町提供資料 

 

b.大河内線 

大河内線の財政負担状況をみると、町負担額は学校統廃合による運行時間の延長等の影響

で令和元年度から令和２年度にかけて増加していますが、利用者一人当たりの町負担額につ

いては、令和３年度で 833 円と減少傾向にあります。これについては、小中学校統廃合やバ

ス通学人数の変動による影響が大きいと考えられます。 

 

 ■運行負担額（大河内線） 

 
資料：町提供資料 
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③ 自主運行バス（磐田線） 

町負担額は、平成 29 年度から令和元年度については減少傾向でしたが、令和２年度から増加

しています。また、利用者一人当たりの町負担額については、平成 29 年度では 70.6 円、令和

３年度では 49.2 円と減少しています。 

 

 ■運行負担額（磐田線） 

 
資料：町提供資料 

 

  

138 
114 106 

183 
153 

70.6 

54.3 

43.7 

58.3 

49.2 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

50

100

150

200

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

町負担額（万円） 利用者一人当たりの町負担額（円）

（万円） （円）



 

-26- 

２-２-２ 公共交通空白地域の状況 
人口集積がみられるエリアには、概ね公共交通サービスが提供されています。 

一方で、一宮地区では、一定程度の人口集積がみられるものの、公共交通が利用しにくいエ

リアが存在しています。 

また、園田地区では磐田線が運行されていますが、運行がない日中や休日は実質的に公共交

通空白地域となっています。 

 

■日中の公共交通空白地域 

 

 

  

「公共交通空白地域」とは、駅やバス停

が一定の範囲に存在せず、地域公共交通が

利用しづらい地域のことを言います。本計

画においては、鉄道駅から 1 ㎞、路線バス

のバス停から 400ｍの範囲より外の地域を

指します。 

一方で、「公共交通利用圏域」とは、鉄

道駅から 1 ㎞以内、路線バスや町営バスの

バス停から 400ｍ以内の地域のことを言い

ます。 

■平日・日中の公共交通空白地域 
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２ー３ 公共交通に関するニーズ等 
２-３-１ 町民アンケート 

（１）実施概要 

日常生活における移動実態や公共交通の利用状況、公共交通全般に対する町民ニーズや地域

公共交通の問題点・課題などを把握するため、「日常の外出や公共交通に関する町民アンケー

ト」を実施しました。 

町民 1,000 人を対象にアンケート票を郵送配布し、郵送回収またはインターネットでの回答

を受付けました。 

521 人から回収し、回収率は 52.1％です。 

 

項目 内容 

実施時期 令和４年 11 月７日（月）～令和４年 11月 24 日（木） 

実施目的 

・日常生活における移動実態の把握 

・公共交通の利用状況の把握 

・公共交通全般に対する町民ニーズの把握 

・地域公共交通の問題点・課題点の整理 

実施方法 郵送配布（郵送回収またはインターネットでの回答） 

対象者 18 歳以上の町民 1,000 人 

対象者抽出条件 
森地区 200 人、一宮地区 160 人、園田地区 160 人、飯田地区 160 人、三

倉地区 160 人、天方地区 160 人 

配布数 1,000 票 

回収数 521 票（うちインターネット回答 66 票） 

回収率 52.1％ 
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（２）結果概要 

調査結果の概要は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜回答者の属性＞ 

・自家用車の保有率は全体で８割以上と高い状況にあり、特に一宮地区と園田地区で

は９割以上となっている。 

・免許返納の意思は、園田地区、一宮地区で「現在は返納を考えていない」の回答が

多い。 

・「ボランティア輸送のドライバーへの意向がある」と回答した人の割合が約２割で

ある。 

 

＜移動状況＞ 

・移動手段は自家用車（自分で運転）が最も多い状況にある。 

・日常の買物先は町内店舗への移動が多いものの、フーズマーケットマム山梨店、イ

オン袋井店など町外店舗への移動も多くみられる。 

・通院先は公立森町病院・森町家庭医療クリニックなど町内の病院への移動が多くみ

られるが、一宮地区や飯田地区では町外への通院も多くみられる。 

・通勤通学先は町外への移動が多く、町外では袋井市、磐田市、浜松市などへの移動

がみられる。 

 

これらのことから、日常生活における移動状況は、通勤通学では町外への移動が多

くみられるものの、買物や通院では町内移動、町外移動どちらも多くある。 

 

＜公共交通に対するニーズ＞ 

・公共交通の運賃設定については、国や自治体の一部負担による運賃の値下げのニー

ズが高い。 

・デマンドタクシーの利用意向については、「わからない」の回答が多いものの、想

定される目的地では「公立森町病院・森町家庭医療クリニック」や「ピアゴ森

店」、「金融機関」が多く、買い物や通院目的などでの利用ニーズが高いと考えら

れる。 

・町外での買い物先として、イオン袋井店への移動が多く、またデマンドタクシーの

目的地としても想定する回答が多い。 

・路線を問わず、バスへの不満は「バス停が近くにない」、「日中の便が少ない」が

多く回答されており、「バス停が近くにない」については一宮地区、園田地区で特

に不満の回答が多い。 

 

これらのことから、一宮地区、園田地区を中心とした日中の町内外の移動手段は、

現行の公共交通では十分ではないと考えられる。 
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２-３-２ 公共交通利用者アンケート 

（１）実施概要 

バス利用者の移動実態や利用実態を把握するため、「公共交通利用者アンケート」を実施し

ました。 

秋葉バス、町営バス利用者を対象にアンケート調査票をバス車内に設置し、郵送回収または

インターネットでの回答を受付けました。 

アンケートは 67人から回収しました。 

 

項目 内容 

実施時期 令和４年 11 月７日（月）～令和４年 11月 24 日（木） 

実施目的 
・バス利用者の移動実態の把握 

・バス利用者の利用実態の把握 

実施方法 調査票をバス車内に設置（郵送回収及びインターネットでの回答） 

対象者 秋葉バス路線、町営バス路線の利用者 

回収数 67 票（うちインターネット回答 30 票） 

 

（２）結果概要 

調査結果の概要は次のとおりです。 

 

  

＜回答者の属性＞ 

・居住地域は袋井市民の 24 人、森町民の 19人とで全体の半数以上を占める。 

・年齢は 10 代以下が多い。 

・利用者の運転免許の有無に差はみられない。 

 

＜移動状況＞ 

・通勤通学での利用が最も多い。 

・バスの利用は往復での利用が多いものの「時間に合う便がない」、「家族や友人が

送迎できるから」といった理由で片道のみの利用もみられる。 

・自宅からバス停の距離は、「５分以内」の回答が最も多いが、次いで「20 分以上」

の回答も多い。加えて、利用したバスの「代わりの移動手段がない」の回答も多く

みられたことから、移動手段においてバスが必要不可欠の場合があると考えられ

る。 

 

＜バスについて＞ 

・運行本数に対する満足度は「不満」、「やや不満」が多い。 

・始発便の時間帯よりも、終発便の時間帯に対する不満が多い。 

・バスに求める重要項目では、「運行本数」が最も重視されている。 



 

-30- 

２-３-３ 高校生アンケート 

（１）実施概要 

高校生の通学における移動実態や学校生活以外の公共交通の利用実態を把握するため、「高

校生アンケート」を実施しました。 

静岡県立遠江総合高校に協力していただき、全校生徒 556 人を対象に、学校から生徒にアン

ケートを依頼し、インターネットでの回答を受付けました。 

アンケートは 348 人から回収し、回収率は 62.6％です。 

 

項目 内容 

実施時期 令和４年 11 月 24 日（木）～令和４年 12月９日（金） 

実施目的 
・高校生の通学における移動実態の把握 

・高校生の学校生活以外の公共交通の利用実態の把握 

実施方法 学校から生徒にアンケートを依頼し、インターネットでの回答 

対象者 静岡県立遠江総合高校の全校生徒 

対象者数 
556 人（１年生 190 人、２年生 163 人、３年生 203 人） 

※令和４年 11 月時点 

回収数 348 票 

回収率 62.6％ 
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（２）結果概要 

調査結果の概要は次のとおりです。 

 

 
 

  

＜回答者の属性＞ 

・居住地域は袋井市が３割強と最も多く、次いで掛川市約２割程度、森町約２割程

度、磐田市１割程度、その他市町となっている。 

 

＜通学状況＞ 

 （晴れ・くもりの日の場合） 

・全体的な学生の交通手段は、「自転車」が最も多い。 

・森町の学生の交通手段は、「自転車」が７割程度と最も多く、次いで「徒歩」、

「家族等の送迎」が２割程度である。 

・磐田市の学生の交通手段は、「自転車」、「バス」、「電車（天浜線・JR）」、

「家族等の送迎」がそれぞれ３割程度である。 

・掛川市の学生の交通手段は、「電車（天浜線・JR）」が６割程度と最も多く、次い

で「自転車」が５割程度である。 

・袋井市の学生の交通手段は、「自転車」が６割程度と最も多く、次いで「バス」が

３割程度である。 

 

 （雨の日の場合） 

・全体的な学生の交通手段は、「家族等の送迎」が最も多くみられる一方、「自転

車」は全体的な減少がみられる。 

・バスを利用しない理由は、「学校や駅まで徒歩や自転車で行けるため」が４割程度

であり、次いで「家族等の送迎があるため」が２割程度、「運賃が高い」が１割程

度となっている。 

 

＜学校生活以外の移動状況＞ 

・森町内の高校生は他市への移動が多い一方で、磐田市、掛川市、袋井市の高校生は

自市内での移動が多くみられる。 

・移動の目的は主に「買い物」であり、次いで「レジャー・娯楽」が多い。 

・バスを利用しない理由は、「駅や目的地までバス以外の手段で行けるため」が４割

程度、「運賃が高い」が２割程度となっている。 

 

これらのことから、晴れの日の通学の主たる交通手段は「自転車」であるが、雨の日

は「家族等の送迎」になることから、雨の日の通学に公共交通が選択肢となるよう、周

知や利用促進をしていく必要がある。 
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２-３-４ 交通事業者ヒアリング 

交通事業者ごとの運行状況、利用状況、課題等を把握し、新たな運行方法を検討するため、訪

問等によりヒアリングを行いました。ヒアリングの結果概要は次のとおりです。 

 

■デマンドタクシー等の運行意向等について 

 運行意向 運行資格 人員 車両 

A 社 △ 

（※条件次第） 

〇 〇 〇 

B 社 △ 

（※条件次第） 

〇 〇 〇 

C 社 △ 

（※条件次第） 

× 〇 〇 

D 社 △ 

（※条件次第） 

〇 △ × 

E 社 × × × × 

  

ヒアリング日：令和４年 10 月 25 日(火)～10 月 26 日（水） 

＜ヒアリング交通事業者＞ 

袋井タクシー㈱、袋井交通㈱、掛川タクシー㈱,遠鉄タクシー㈱、秋葉バスサービス㈱ 

 

＜運行状況・利用状況＞ 

・新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年と比較すると、現在は７割程度での利用

となっている。それに伴い、運行台数も減少している。 

・通院での利用者が多い。 

・森町の高齢者は、他自治体の住民に比べて「静岡県タクシー共通クーポン」を使用し

たタクシー乗車率が高い。森町公共交通利用券助成事業を利用してクーポン券を購入

した利用者と思われる。 

 

＜事業上の課題＞ 

・人員の不足等に伴い、需要に対応しきれないケースがある。 

・一部の事業者では運転手の高齢化が顕著な課題となっている。 

 

＜森町でのデマンドタクシー等の運行意向等について【新たな運行方法の検討】＞ 

・条件次第ではあるが、デマンドタクシー等の運行自体は可能な事業者が多数である。 

・車両や乗務員とも専属での運行が必要となり、1日借り上げ方式を希望する事業者が

ほとんどである。 
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２-３-５ 関係事業者ヒアリング 

関係事業者が実施している事業等を把握し、連携を図るためヒアリングを行いました。ヒア

リングの結果概要は次のとおりです。 

 

（１）森町社会福祉協議会（ボランティア移動支援） 

 

 

  

ヒアリング日：令和５年２月７日（火） 

【運行概要・利用状況・課題等】 

＜運行状況・利用状況＞ 

地域住民がボランティア運転手、森町社会福祉協議会が運営主体となり実施する高齢者

向けの移動支援。利用にあたっては会員登録（条件あり）及び予約が必要となる。 

運転手数：15 人 

運行車両：ボランティア運転手の自家用車 

利用費用：なし（実際の運送に要したガソリン代については、利用者が負担） 

運行時間：８時 30 分～17 時 15 分 

 

・依頼会員登録は増加傾向にある。（令和５年１月時点で 38 名） 

・通院目的での利用が多いが、買い物や美容院を目的とした依頼もある。 

・利用は原則一人月２回までだが、毎月２回依頼する人は少ない。 

・38 人の依頼会員のうち、実際に利用しているのは 26 人程度である。 

 

＜事業上の課題＞ 

・協力会員（ボランティア運転手）は、仕事を定年退職された 70代以上が多く、高齢

である。定年退職年齢の引き上げにより、協力会員になっていただける年齢層が狭く

なることで、今後の協力会員減少を危惧している。 

・町内に移動支援できる親族等がいないことが依頼会員の登録条件の１つであり、この

条件のため登録できないケースがしばしばある。その結果、移動手段がなくサロンや

オレンジカフェなど地域の集まりに参加できない方のニーズに応えられない。 

・依頼会員（特に飯田地区や園田地区）から町外への移動ニーズはあるものの、事業上

応えることができない。 

・協力会員の自家用車を用いる都合上、ある程度まとまった人数を一度に輸送すること

ができない。 

・送迎時、依頼会員から協力会員への連絡は、電話番号を記載した連絡カードによって

直接お願いしているが、電話番号を教えることに抵抗がある協力会員もいる。一部

で、連絡の際にも森町社会福祉協議会が依頼会員と協力会員の間に入ってほしいとの

声も出ている。 

 

これらのことから、ボランティアによる移動支援だけではカバーしきれない町外への移

動ニーズ、多人数の輸送ニーズに応えられる移動手段の提供に需要があると考えられる。 

また、協力会員増加に係る取組を地域や行政と連携して行う必要がある。 
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（２）小國神社（無料送迎バス） 

 

※令和５年４月から運行日を減らして運行を行っている。 

 

 

 

ヒアリング日：令和５年２月７日（火） 

【運行概要・利用状況・課題等】 

＜運行概要・利用状況＞ 

主に天竜浜名湖鉄道を利用する来訪客のため、小國神社～遠江一宮駅間をマイクロバス

で送迎している。９～16 時の間で、およそ１時間に１便運行されており予約は不要。 

運行車両：マイクロバス（27 人乗り） 

利用費用：なし 

運行日：１月７～15 日、各月１日・15日、日曜・祝祭日、その他特別期間（紅葉期間

やイベント日等）に運行し、年間で 120 日ほどの運行となっている。 

 

・年間で 2,000 人程度の利用がある。 

・利用者は高齢層だけでなく、若年層の利用もみられる。 

・各月１日・15日の運行時は、定期的な参拝客の利用がほとんどである。 

・定期運行日よりも特別運行日の利用者が多い。 

・満車になるような利用が月に１回ほどある場合もある。 

・遠江一宮駅からの乗降者だけでなく、駅周辺の地域住民の利用もある。 

 

＜事業上の課題＞ 

・運転士の高齢化及び確保。 

・運行していても利用客が０人なことも珍しくないが、満車になる場合も踏まえると車

両の小型化に踏み切れない。 

・送迎を利用する人は、主に遠江一宮駅の利用者であるが、天竜浜名湖鉄道を利用して

来訪される方が減っている。天竜浜名湖鉄道や行政側で利用促進をしていただきた

い。 

 

これらのことから、小國神社の自主運行だけではカバーしきれない観光客のニーズに応

えられる移動手段の提供に需要があると考えられる。 
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２ー４ 公共交通を取り巻く現状・課題の整理 
 

 森町の地域公共交通における現状及び課題は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１：人口減少・高齢化に対応した公共交通サービスの提供 

○ 本町においては人口減少・高齢化が進んでおり、将来的にはさらに人口減少・高齢化が進むと推計

されている。 

○ 平成 12 年度から高齢単身者世帯は、増加傾向にある。 

○ 三倉地区や天方地区は、人口減少率が高く、商業施設や医療施設等の立地が少ない。 

○ 一宮地区や日中の磐田線沿線（園田地区）は公共交通空白地域となっており、公共交通サービス

を利用しにくい状況である。 

以上のことから、全町的な高齢者の移動支援、一宮地区・園田地区などを中心とした公共交通空白

地域への交通サービスのあり方や新たな運行方法の導入の検討が必要である。 

課題４：担い手不足を踏まえた公共交通サービスのあり方の検討 

○ バス路線の撤退や事業者の廃業、ドライバーの高齢化など、地域公共交通の担い手が不足している。 

○ 働き方改革関連法の施行（令和６年４月）に伴う、労働時間に関する制度変更が予定されている。 

○ ボランティア移動支援の協力会員増加に係る取組を地域や行政と連携して行う必要がある。 

○ 町民アンケート結果では、回答者の約２割がボランティア輸送ドライバーの意向があることを示している。 

以上のことから、事業者だけでなく、担い手の確保に係る取組を地域や行政と連携して行う必要がある。 

課題３：既存の公共交通サービスに係る運行見直しや利用促進策の検討 

○ 町内を運行するすべての路線で、町の負担額が増加している。中でも民間路線バスに対する負担額が

大きく、負担額の増加率も高い。次に町営バスに対する負担額が大きい。 

○ 患者バスは利用者数が少なく、利用者の減少率も大きく、中でも一宮線の利用者数が少ないため、廃止

を含めた運行見直しを行う必要がある。 

○ 民間路線バスやタクシーの利用者数が、新型コロナウイルス感染症の影響によりコロナ禍前に比べて減少

している。 

○ 高校生の通学手段として晴れの日は「自転車」、雨の日は「家族等による送迎」が主となっており、公共

交通が選ばれていない。 

○ 森町公共交通利用券助成事業が公共交通を利用するきっかけの一因となっているため、助成事業を

周知する取組が必要である。 

○ 路線バスの利便性向上のため、キャッシュレス決裁の導入を交通事業者と調整する必要がある。 

以上のことから、既存の公共交通の利用者数の増加を図るため、高校生や高齢者などの車を持っていな

い層をターゲットとした利用促進策に取り組む必要がある。 

また、患者バス一宮線の運行の見直しを行う必要がある。 

課題２：町内外への移動を支える公共交通サービスの検討 

○ 通勤通学流動をみると、袋井市や磐田市、掛川市、浜松市の流動が多い。 

○ 町民アンケート調査によると、日常生活の買い物先は町内店舗に加え、「イオン袋井店」などの町

外商業施設への移動も多くみられる。 

○ 町内には観光施設が多く立地しているが、一宮地区など、公共交通サービスが不十分なエリアが

存在している。 

以上のことから、町内外の移動や観光客等の公共交通利便性向上に向けた検討を行う必要がある。 

視点１：地域特性からみた現状・問題点 

○ 本町の人口は減少傾向にあり、令和２年では 17,457 人となっている。 

○ 平成 12 年度から高齢単身者世帯は、増加傾向にある。 

○ 人口推計では、2045 年には 11,671 人まで減少することが予測されている。加えて、75 歳以上人口は増加する見込み

である。 

○ 山間部である三倉地区や天方地区では、人口が 700 人～1000 人程度と比較的少なくなっており、減少率も大きい。 

○ 町外の通勤流動は、袋井市（3,503 人）、磐田市（2,261 人）、掛川市（1,932 人）、浜松市（1,755 人）の流動が多い。 

○ 町外の通学流動は、袋井市（290 人）、掛川市（240 人）、浜松市（128 人）の流動が多い。 

○ 観光入込客数をみると、令和３年度では約 75 万人が本町を訪れている。 

○ 町民アンケート調査によると、各地区から「ピアゴ森店」への買い物が多い。また、「イオン袋井店」などの町外商業施設へ

の移動も多くみられる。 

○ 町民アンケート調査の結果から、町民の移動手段は、自家用車（自分で運転）である。また、令和４年時点の１世帯当たり

の自家用車保有台数は 1.84 台であり、県内市町で１位と高い状況である。 

○ 山間部においては観光施設の立地が多く、商業施設・医療施設は極めて少ない。 

視点２：地域公共交通の状況からみた現状・問題点 

○ 令和元年度に遠州鉄道(株)の磐田市立病院福田線が撤退し、令和４年度にタクシー事業者１社が廃業している。 

○ 民間路線バスやタクシーの利用者数が、新型コロナウイルス感染症の影響によりコロナ禍前に比べて減少している。 

○ 町営バスは、令和２年度及び令和３年度の小中学校統廃合の影響により、児童生徒のバス通学利用者が増加している。 

○ 磐田線は、遠州鉄道(株)の磐田市立病院福田線撤退の影響により、主に高校生の通学利用が磐田線に移行し、利用が

増加している。 

○ 患者バスは利用者の減少が大きく、中でも一宮線では平成 29 年度から令和３年度で-93.06%となっている。 

○ 交通・関係事業者へのヒアリング調査によると、多くの事業者がドライバーの高齢化や人手不足などの問題を抱えている。 

○ 町民アンケート調査によると、「ボランティア輸送のドライバーへの意向がある」と回答した人の割合は約２割である。 

○ 町民アンケート調査によると、路線バスの不満点として「バス停が近くにない」と回答した人の割合が多い。 

○ 高校生の通学手段は、晴れの日は「自転車」、雨の日は「家族等による送迎」が主であり、公共交通が選ばれていない。 

○ 町内を運行するすべての路線で、平成 29 年度から令和３年度で町の負担額が増加している。中でも民間路線バスに対

する負担額が大きく、負担額の増加率も高い。次に町営バスに対する負担が大きい。 

○ 一宮地区や日中の磐田線沿線（園田地区）は公共交通空白地域であり、公共交通サービスを利用しにくい状況である。 

○ 秋葉バスサービス(株)では利便性向上策としてバスロケーションシステムの導入や運行時刻表のデジタルサイネージが設

置されている。 

○ 森町の高齢者は、他自治体の住民に比べて「静岡県タクシー共通クーポン」を使用したタクシー乗車率が高い。公共交通

利用券助成事業を利用してクーポン券を購入した利用者と思われる。 

視点３：上位関連計画における公共交通の位置づけからみた現状・問題点 

○ 森町都市計画マスタープランでは、「公共交通結節機能の充実」「観光施策との連携」が求められている。 

○ 森町立地適正化計画では、目指すべき集約型都市構造の姿が示され、その中で地域公共交通分野においては、

「交通結節点（遠州森駅周辺）における乗り継ぎのスムーズ化」等が求められている。 

○ 「遠州の小京都まちづくり」基本計画では、「観光客の移動手段の確保」が求められている。 

課題５：まちづくりと連動した公共交通サービスの検討 

○ 令和２年３月に「森町立地適正化計画」が策定され、本町が目指す都市構造が示されており、その実現

に向けた公共交通サービスの検討が必要である。 

○ その他、観光施策と連携した公共交通サービスが求められている。 

以上のことから、まちづくりや観光施策と連動した公共交通サービスの検討が必要である。 

その他：社会動向・まちづくりの変化 

○ 全国的にデジタル技術を活用し、公共交通の利便性向上や運行効率化を図る取組が推進されている（キャッシュレ

ス決裁、AI オンデマンド、自動運転など）。 

○ 新型コロナウイルス感染症によって、生活様式に変化が生じている。 

○ 働き方改革関連法の施行（令和６年４月）に伴う、労働時間に関する制度変更が予定されている。 
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第３章 基本的な方針・目標 

３ー１ 計画の基本方針等 
地域公共交通を取り巻く課題や本町が目指す将来のまちの姿と方向性を踏まえて、森町地

域公共交通法定計画の基本理念と基本方針等を以下のように定めました。 

 

 ～基本理念：目指すべき公共交通の将来像～ 

 

 

 

【基本方針１ ニーズに対応した公共交通】 

＜課題１：人口減少・高齢化に対応した公共交通サービスの提供＞ 

＜課題２：町内外への移動を支える公共交通サービスの検討＞ 

＜課題３：既存の公共交通サービスに係る運行見直しや利用促進策の検討＞ 

＜課題４：担い手不足を踏まえた公共交通サービスのあり方の検討＞ 

本町には公共交通空白地域が存在しており、公共交通サービスを享受しにくい町民が一定程

度みられます。 

全町的な高齢化の進行、高齢単身世帯の増加などがみられることから、自家用車が運転でき

ない方々の日常的な移動手段となる公共交通サービスの構築を目指します。 

また、通勤通学や買い物、通院等における町民の移動状況をみると、町内だけでなく町外へ

の移動も多くみられます。そのため、町内移動の利便性と並行して、町外の商業施設までのア

クセス性の向上、鉄道駅までのアクセス性の向上などを検討し、移動ニーズに対応した公共交

通を目指します。 

実現にあたっては、ドライバー不足などを考慮し、実現性の高い交通サービスを検討しま

す。 

 

■計画目標①：広域移動を支える公共交通の確保・維持 

町の広域移動を支える公共交通については、公共交通の軸として維持していきます。 

⇒評価指標：広域路線バス（秋葉線・秋葉中遠線・磐田線）の利用者数 

■計画目標②：町内移動を支える公共交通の構築 

町営バスの運行を維持しつつ、公共交通空白地域に新たな公共交通サービスを導入し、

町にとって最適な公共交通ネットワークを構築します。 

⇒評価指標：町営バスの利用者数、日中の公共交通空白地域への新たな交通手段の導入

地区数 

 

 

 

 

  

持続可能なまちづくりを支える公共交通の構築 
～町民・来訪者から選ばれる公共交通～ 
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【基本方針２ まちづくりと交流を推進する公共交通】 

＜課題２：町内外への移動を支える公共交通サービスの検討＞ 

＜課題５：まちづくりと連動した公共交通サービスの検討＞ 

本町では「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」を策定しており、本町の都市構造

に関する方向性、それを支える公共交通サービスの役割が示されています。 

関係者と連携しながら、町に住む人・町に訪れる人にとって利用しやすい公共交通サービス

の検討を進めることで、さらなるまちづくりと交流の推進につながる公共交通サービスを目指

します。 

 

■計画目標①：広域移動を支える公共交通の確保・維持（再掲） 

町の広域移動を支える公共交通については、公共交通の軸として維持していきます。 

⇒評価指標：広域路線バス（秋葉線・秋葉中遠線・磐田線）の利用者数 

■計画目標②：町内移動を支える公共交通の構築（再掲） 

町営バスの運行を維持しつつ、公共交通空白地域に新たな公共交通サービスを導入し、

町にとって最適な公共交通ネットワークを構築します。 

⇒評価指標：町営バスの利用者数、日中の公共交通空白地域への新たな交通手段の導入

地区数 

 

 

【基本方針３ 地域で支え合い、地域を支える公共交通】 

＜課題１：人口減少・高齢化に対応した公共交通サービスの提供＞ 

＜課題３：既存の公共交通サービスに係る運行見直しや利用促進策の検討＞ 

＜課題４：担い手不足を踏まえた公共交通サービスのあり方の検討＞ 

本町の公共交通は、民間交通事業者による鉄道や路線バスの運行に加え、山間部では地域の

NPO 法人や企業による町営バスの運行、公立森町病院による患者バスの運行、地域住民のボラ

ンティアによる高齢者の移動支援など、多様な地域の関係者によって支えられています。 

しかし、利用者の減少や運転手の不足など、課題改善には産官民の垣根を越え、地域が一体

となった協働が必要です。 

地域の実情に応じた移動手段の確立・持続を図るため、効率・効果的な運行方法の検討や担

い手の確保のほか、町民・来訪者への公共交通の利用を促すことで、地域で支え合い、地域を

支える公共交通サービスを目指します。 

 

■計画目標②：町内移動を支える公共交通の構築（再掲） 

町営バスの運行を維持しつつ、公共交通空白地域に新たな公共交通サービスを導入し、

町にとって最適な公共交通ネットワークを構築します。 

⇒評価指標：町営バスの利用者数、日中の公共交通空白地域への新たな交通手段の導入

地区数 

■計画目標③：わかりやすく・利用しやすい公共交通の推進 

公共交通マップの改定や利用助成事業、公共交通の周知・PR 等を通して、公共交通の利

用促進を図ります。 

⇒評価指標：森町公共交通利用券助成事業の申請数、ボランティア移動支援の協力会員

登録者数 
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３-１-１ 各交通手段の基本的な考え方とそれぞれの役割 
各交通手段の基本的な考え方とそれぞれの役割を以下のとおり定めます。 

 

■各交通手段の基本的な考え方とそれぞれの役割 

天竜浜名湖鉄道 

・公共交通の東西軸に位置づけ 

・通勤通学や町民・観光客等の移動手段として運行 

・定時定路線の運行 

広域バス路線 

幹線バス  ：秋葉線 

秋葉中遠線 

自主運行バス：磐田線 

・幹線バスは地域間幹線系統（※）として公共交通の南北軸

に位置づけ 

・磐田線は主に朝夕の通勤通学手段として運行 

・定時定路線の運行 

町営バス 

・主に町民の移動手段として運行 

・定時定路線（一部デマンド）の運行 

・吉川線は観光客の移動手段の役割も担う 

患者バス 

・特に山間部の無医地区から公立森町病院への通院手段とし

て運行 

・定時定路線の運行 

地域主体による移動手段 

■ボランティア移動支援（実施主体：森町社会福祉協議会） 

・交通手段を有さない高齢者の移動手段 

・ボランティアの自家用車によるドア・ツー・ドア型の運行 

タクシー 

・地域住民や観光客等の個別移動ニーズに対応する移動手段 

・ドア・ツー・ドアによる運行 

※国の地域公共交通確保維持事業における「地域間幹線系統確保維持費国庫補助金」を活用 
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３-１-２ 各交通手段の将来像 
各交通手段の将来像を以下のとおり定めます。 

 

■各交通手段の将来像 

天竜浜名湖鉄道 

・通勤通学や町民・観光客等の移動手段として維持 

・観光客等の移動手段として利用促進施策を展開 

広域バス路線 

幹線バス  ：秋葉線 

秋葉中遠線 

自主運行バス：磐田線 

・主に朝夕の通勤通学手段として維持・改善 

・JR や天竜浜名湖鉄道との接続を引き続き強化 

・秋葉線・秋葉中遠線の日中の時間帯については、２路線合

わせて 30分に１本程度の運行頻度を確保 

・交通事業者や自治体の運営努力だけでは路線の維持が難し

く、地域公共交通確保維持事業により、運行を維持・確保

する必要がある 

町営バス 

・町内の移動手段として維持・改善 

・大河内線は秋葉線との接続を引き続き強化 

・吉川線は観光客の移動手段の役割も担う 

・吉川線は幹線バス及び天竜浜名湖鉄道との接続を引き続き

強化 

患者バス 

・特に山間部の無医地区から公立森町病院への通院手段とし

て運行 

・一宮線は新たな交通手段へと転換 

・大河内線・大久保線は運行を維持しつつ、必要に応じて見

直しを検討 

地域主体による移動手段 

■ボランティア移動支援（実施主体：森町社会福祉協議会） 

・ボランティア移動支援は高齢者の移動支援として事業を継

続 

・ボランティア移動支援の利用条件緩和を検討 

タクシー 

・地域住民や観光客等の個別移動ニーズに対応する移動手段 

・ドア・ツー・ドアによる運行 

新たな交通手段 

（地域タクシー：乗用タクシー 

 の利活用） 

・日中の公共交通空白地域をカバーする交通手段として導入 

・観光客の二次交通の役割も担う 

・鉄道駅や幹線バスへの地域内フィーダーとしての役割を担

う 
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■新たな交通手段の導入に関する検討 
新たな交通手段の導入にあたり、各交通手段のメリット・デメリット等を整理して、本町の地域特性を踏まえた新たな交通手段を検討しました。 
本町の地域特性においては、地域タクシーの有効性が高いと考えられます。 

 

交通手段 概要（イメージ） 本町の地域特性を踏まえたメリット 本町の地域特性を踏まえたデメリット 運行経費 有効性 

地域タクシー 

（タクシー助成） 

 

【一般乗用旅客自

動車運送事業】 

・エリアや運行時間等を設定し、通常のタクシ

ー事業の範囲内で提供するドアツードアの運

行サービス。 

・通常のタクシー事業の範囲内で行うため、利

用者は乗り合わない。 

・自治体が設定した運賃を利用者が支払い、

残りの運賃分を自治体からタクシー事業者へ

支払う。 

・通常のタクシー事業の範囲内で運行するた

め、公共交通会議での協議や新規の運行許

可等が不要。 

・近隣市で導入しており、既存のタクシー事業者が仕組等を把握

している。 

・自治体側で車両やオペレーター、システム等を新たに用意する

必要がないため、導入時の初期経費を抑えることができる。 

・利用実績に応じた負担となるため、乗合タクシー等への運行

委託に比べて、運行経費が掛からない場合が多い。 

・タクシー助成を活用している自治体の年間運行経費は、４割強

が 200 万円以下、７割は 800 万円以下であり、他の交通手

段と比べて運行経費を抑えることができる。※ 

・利用者の移動手段の確保だけでなく、タクシー事業者の経営

安定化につながる。 

・静岡県タクシー共通クーポン券が使用可能であり、森町公共交

通利用券助成事業との相乗効果が期待できる。 

 

・利用者が増えると自治体の運行経費が増える。 

・通常のタクシーと並行して事業を行うため、車両が使用されて

いると配車が遅くなる。 

・制度設計によっては、事前登録が必要となるため、自治体や事

業者の事務負担や利用者の登録手続き等の負担が発生する。 

・運賃補助 

○ 

デマンド交通 

（乗合タクシー) 

 

【一般乗合旅客自

動車運送事業】 

・乗合許可を持つタクシー事業者と自治体が

連携して提供する運行サービス。 

・地域や利用者の需要に応じてルートやダイ

ヤ、ドアツードアでの運行等を設定できる。 

・利用状況が合えば、利用者同士が乗り合って

運行する。 

・乗合事業の許可や公共交通会議での協議が

必要となる。 

 

・他自治体で多く導入されているため、参考となる事例が多い。 

・乗合率を向上させることにより、運行経費を抑えることができ

る。 

・乗合送迎サービスを提供している事業者は多くあるため、AI

デマンド等のサービスも併せて検討が可能（運行は交通事業者

へ委託）。 

・利用者の移動手段確保だけでなく、タクシー事業者の経営安

定化につながる。 

・乗合率が低い（１人利用）ことが多い。 

・町内を主に運行しているタクシー事業者との調整が必要にな

る。 

・導入に車両購入費やオペレーター委託費、システム委託費等が

掛かる場合がある。 

・制度設計によっては、事前登録が必要となるため、自治体や事

業者の事務負担や利用者の登録手続き等の負担が増える。 

・交通事業者へのヒアリング結果では、業務委託については１日

借上方式を希望している事業者が多く、利用者が少ない場合

でも多くの経費が掛かる。 

・森町公共交通利用券助成事業により、町内の高齢者は静岡県

タクシー共通クーポン券の使用率が高いが、乗合タクシーには

使用できない。 

 

・車両購入費 

・オペレーター委託費 

・システム委託費 

・運行業務委託費 

（借上料） 

△ 

地域バス 

（町営バス) 

 

【自家用有償旅客

運送事業】 

・バス・タクシー事業者での運行が困難であ

り、地域における輸送手段の確保が必要な場

合に、自治体や NPO 等が自家用車（白ナン

バー）を用いて提供する運行サービス。 

・導入の前に、バスやタクシーの既存事業者の

活用を十分に検討する必要がある。 

・既存の町営バスは、定時定路線(一部デマン

ド)型で運行をしている。 

 

・町で既に自家用有償旅客運送（町営バス）を導入しているた

め、利用者が受け入れやすい。 

・民間事業者が運行サービスを提供できない地域において、移

動手段を確保することが可能。 

・タクシー車両に比べ、多くの利用者を一度に運ぶことが可能。 

・運転手として、２種免許がなくても「1 種免許+講習受講」で運

転可能。 

 

・運行に向けた準備を自治体や NPO 等が自ら行う必要があ

る。 

・導入前に、民間バスやタクシーの既存事業者の活用を十分に

検討する必要がある。 

・車両購入費 

・オペレーター委託費 

・運行業務委託費 

（借上料） 

✕ 

※出典：地域公共交通としての「タクシー助成制度」の活用に向けて（中国運輸局）
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３-１-３ 再編のイメージ 
 

 

 

  

広域交通
鉄道

■秋葉線
■秋葉中遠線
■磐田線

地域間交通
■吉川線

地域内交通
■大河内線

新しい公共交通
（地域間及び地域内）
■一宮・園田地区等

解
消 

地域間幹線系統 

解
消 地域間幹線系統 

解
消 

地域内フィーダー 

の役割を担う 
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第４章 目標達成に向けた施策 

４ー１ 基本方針・目標・目標達成に向けた施策・事業の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計画目標１＞広域移動を支える公共交通の確保・維持 
町の広域移動を支える公共交通については、公共交通の

軸として維持していきます。 

評価指標 

・広域の路線バス（秋葉線・秋葉中遠線・磐田線）の利

用者数 

＜計画目標２＞町内移動を支える公共交通の構築 
町営バスの運行を維持しつつ、公共交通空白地域に新た

な公共交通サービスを導入し、町にとって最適な公共交通

ネットワークを構築します。 

評価指標 

・町営バスの利用者数 

・日中の公共交通空白地域への新たな交通手段の導入地

区数 

＜計画目標３＞わかりやすく・利用しやすい公共交通の推進 
公共交通マップの改定や利用助成事業、公共交通の周知・

PR などを通して、公共交通の利用促進を図ります。 

評価指標 

・森町公共交通利用券助成事業の申請数 

・ボランティア移動支援の協力会員登録者数 

基本方針１ ニーズに対応した公共交通 

基本方針２ まちづくりと交流を推進する

公共交通 

基本方針３ 地域で支え合い、地域を支え

る公共交通 

【基本理念】 

持続可能なまちづくりを支える公共交通の構築 

～町民・来訪者から選ばれる公共交通～ 

＜計画目標１＞広域移動を支える公共交通の確保・維持 
 
 
 
 
 

＜計画目標２＞町内移動を支える公共交通の構築 
 
 
 
 
 

＜計画目標３＞わかりやすく・利用しやすい公共交通の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森町が目指すまちの姿 

■都市計画マスタープラン 

・「公共交通結節機能の充実」 

・「観光施策との連携」 

■立地適正化計画 

・交通結節点の乗り継ぎスムーズ化 

・集約型都市構造  など 

■遠州の小京都まちづくり基本構想・基本計画 

・観光客の移動手段の確保 

・人口減少・高齢化に対応した公共交通サービスの提供 

・町内外への移動を支える公共交通サービスの検討 

・既存の公共交通サービスに係る運行見直しや利用促進策の検討 

・担い手不足を踏まえた公共交通サービスのあり方の検討 

・まちづくりと連動した公共交通サービスの検討 

課 題 

施策１－１：鉄道の維持 

施策１－２：幹線バスの維持・改善 

施策１－３：自主運行バスの維持・改善 

施策２－２：新たな交通手段の導入 

施策２－３：患者バスの見直し 

施策３－８：ボランティア移動支援の継続及び利用条件緩和 

の検討 

施策３－３：高校生のためのバス通学利用促進パンフレット 

の作成 

施策３－２：新たな交通手段の情報発信及び地域説明会や 

使い方講座の開催 

施策３－４：バスの乗り方教室等の実施 

施策３－９：重度障害者へのタクシー利用券交付 

施策２－１：町営バスの維持・改善 

施策３－１：公共交通マップの改定・配布 

施策３－５：森町公共交通利用券助成事業の継続 

施策３－７：バス車両のバリアフリー化及び運賃支払いの 

キャッシュレス化 

施策３－６：運転免許証自主返納者等割引サポート事業の 

周知及び内容の拡充検討 
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４ー２ 施策・事業の実施内容 
４-２-１ 施策概要の一覧 

本計画で取り組む施策の概要を以下に示します。 
 

計画目標 施策（事業）名 施策（事業）概要 実施主体 
実施期間 

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 

＜１＞ 

広域移動を支える

公共交通の確保・維

持 

１ー１ 鉄道の維持 天竜浜名湖線の運行維持及び利用促進事業の推進 森町、鉄道事業者      

１ー２ 幹線バスの維持・改善 
幹線バス路線（秋葉線・秋葉中遠線）の維持・改善（系統・経由地・バス停

位置改善等） 
森町、地域公共交通会議、バス事業者   

 
  

１ー３ 自主運行バスの維持・改善 自主運行バス（磐田線）の維持・改善 森町、地域公共交通会議、バス事業者      

＜２＞ 

町内移動を支える

公共交通の構築 

２ー１ 町営バスの維持・改善 

町民等の移動手段として大河内線・吉川線を維持し、大河内線は秋葉線との

接続を引き続き強化、吉川線は幹線バス及び天竜浜名湖鉄道との接続を引き

続き強化 

森町、地域公共交通会議、バス事業者 

 
  

 
 

２ー２ 新たな交通手段の導入 日中の公共交通空白地域に新たな交通手段を導入 森町、交通事業者 
 

    

２ー３ 患者バスの見直し 運行方法について見直しを検討し、一宮線は新たな交通手段へ転換 森町、公立森町病院     
 

＜３＞ 

わかりやすく・利用

しやすい公共交通

の推進 

３ー１ 公共交通マップの改定・配布 
駅やバス停周辺の観光施設等の情報を含めた公共交通マップに改定し、希

望する住民へ配布するほか、町ＨＰで公開 
森町、交通事業者      

３ー２ 
新たな交通手段の情報発信及び地域

説明会や使い方講座の開催 

新たな交通手段の使い方を分かりやすくまとめたチラシやパンフレットを

作成・配布等による情報発信及び地域説明会や使い方講座の開催 
森町、交通事業者 

 
    

３ー３ 
高校生のためのバス通学利用促進パ

ンフレットの作成 

高校生がバス通学で主に利用する時間帯や運賃などを記載したパンフレッ

ト等を作成し、高校生の公共交通の利用を促進 
森町、交通事業者、教育機関      

３ー４ バスの乗り方教室等の実施 バスの乗り方教室等を継続的に実施 
森町、交通事業者、教育機関、その他

関係者 
     

３ー５ 森町公共交通利用券助成事業の継続 森町公共交通利用券助成事業の継続 森町、交通事業者   
 

 
 

３ー６ 
運転免許証自主返納者等割引サポー

ト事業の周知及び内容の拡充検討 

運転経歴証明書の提示による公共交通利用の割引制度の導入検討や事業の

周知 
森町、静岡県警察、交通事業者 

 
    

３ー７ 
バス車両のバリアフリー化及び運賃

支払いのキャッシュレス化 
路線バスのノンステップバス拡充に加え、キャッシュレス決済機器の導入 森町、バス事業者     

 

３ー８ 
ボランティア移動支援の継続及び利

用条件緩和の検討 

社会福祉協議会等と連携し、ボランティア移動支援の周知・PRの実施、協力

会員の確保、利用条件緩和の検討 
森町、社会福祉協議会、その他関係者 

 
   

 

３ー９ 重度障害者へのタクシー利用券交付 
重度の障がいがある方の移動を支援するため、タクシーチケットの交付を継

続 
森町、タクシー事業者      

 

事業の実施 

事業の実施 

事業の実施 

実証運行 

検討 事業の実施 

事業の実施 

本格運行 

キャッシュレス決済機器の導入検討 

運賃割引制度の検討 事業の実施 

サポート事業の周知 

事業の実施 

事業の実施 

車両のバリアフリー化 

周知・PR、協力会員の確保 

利用条件緩和の検討 

事業の実施 

検討 事業の実施 

事業の実施 

地域説明会 使い方講座 

検討 

情報発信 
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４-２-２ 施策の詳細な実施内容 
本計画で取り組む施策の詳細な実施内容を以下に示します。 

 

計画目標１ 広域移動を支える公共交通の確保・維持 

 

施策１－１ 鉄道の維持 

施策概要 天竜浜名湖線の運行維持及び利用促進事業の推進 

施策内容 

取組の背景・方向性 

・天竜浜名湖線は、通勤通学や町民・観光客等の移動手段として利用されており、町

内には戸綿駅、遠州森駅、森町病院前駅、円田駅、遠江一宮駅の５駅が設置されて

います。 

・人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利用者数は減少傾向にありま

す。 

 

取組内容 

・通勤通学及び観光客等の移動手段の確保のために、現況のサービス水準の維持を

要望していきます。 

・天竜浜名湖線市町会議を通し、沿線市と連携して利用促進事業を実施します。 

 

■利用促進事業のイメージ例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 森町、鉄道事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

■ラッピング車両 
 （天竜浜名湖鉄道） ■イベントの開催 

 （天竜浜名湖鉄道） 

運行の維持 

利用促進事業の継続 

適宜評価・見直し 
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施策１－２ 幹線バスの維持・改善 

施策概要 幹線バス路線（秋葉線・秋葉中遠線）の維持・改善（系統・経由地・バス停位置改善等） 

施策内容 

取組の背景・方向性 

・秋葉線・秋葉中遠線は、地域間幹線系統として町を南北に縦断するように運行して

おり、通勤通学や通院等の日常生活の移動手段として利用されています。 

 

取組内容 

・日中の時間帯については、秋葉線・秋葉中遠線の２路線は、これまでの運行頻度を

確保します。 

・系統の見直しやバス停位置の改善、通学に適切なダイヤ調整等を検討します。 

・JR や天竜浜名湖鉄道の鉄道駅で乗り継ぎしやすいよう、ダイヤ調整等により接続

を強化していきます。 

・県や沿線市とも連携し、サービス改善及び利用促進に係る取組を継続的に実施し、

幹線バスの維持・改善を図ります。 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域間幹線系統）を活用し、維持・改善

を図ります。 

 

実施主体 森町、地域公共交通会議、バス事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 

 

 

 

 

    

 

施策１－３ 自主運行バスの維持・改善 

施策概要 自主運行バス（磐田線）の維持・改善 

施策内容 

取組の背景・方向性 

・磐田線は主に朝夕の通勤通学手段として、沿線市と連携して運行しています。 

 

取組内容 

・沿線市と連携し、バス路線及び現況のサービス水準を維持します。 

・JR や天竜浜名湖鉄道の鉄道駅で乗り継ぎしやすいよう、ダイヤ調整等により接続

を強化していきます。 

・通学利用の利便性を向上させるため、通学に適切なダイヤ調整等を検討します。 

 

実施主体 森町、地域公共交通会議、バス事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

適宜評価・見直し 

運行維持及び改善について協議 

運行維持及び改善について協議 

適宜評価・見直し 
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計画目標２ 町内移動を支える公共交通の構築 

 

施策２－１ 町営バスの維持・改善 

施策概要 
町民等の移動手段として大河内線・吉川線を維持し、大河内線は秋葉線との接続を

引き続き強化、吉川線は幹線バス及び天竜浜名湖鉄道との接続を引き続き強化 

施策内容 

取組の背景・方向性 

・町営バス大河内線は三倉地区、吉川線は天方地区から町中心部まで運行しており、

主に通学利用のほか、吉川線は観光客の移動手段としても利用されています。 

・町営バスは町民等の移動手段を確保するため、町が自主的に運営することで、運行

を維持しています。 

 

取組内容 

・町民等の移動手段として大河内線・吉川線の運行を維持していきます。 

・大河内線は秋葉線とのダイヤ調整等により接続を強化していきます。 

・吉川線は遠州森町バス停などの幹線バスの停留所や、天竜浜名湖鉄道の遠州森駅

で乗り継ぎしやすいよう、ダイヤ調整等により接続を強化していきます。 

 

実施主体 森町、地域公共交通会議、バス事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 
  

適宜評価・見直し 

運行維持及び改善について協議 
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施策２－２ 新たな交通手段の導入 

施策概要 日中の公共交通空白地域に新たな交通手段を導入 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・利用者のニーズに対応し、町内移動を支える公共交通ネットワークの充実が求めら

れています。 
・日中の一宮地区、園田地区に公共交通空白地域がみられる状況を踏まえて、公共

交通空白地域解消に向けた移動手段の確保が求められています。 
・鉄道駅から観光地までの観光二次交通手段の確保が求められています。 
 
取組内容 
・地域の実情に即した新たな交通手段として、地域タクシー（乗用タクシーの利活用）

を導入します。 
・運行エリアや運行時間、運賃や利用者等に一定のルールを設けた上で、地区内の自

宅と指定目的地間の移動を一般乗用タクシーで行います。（利用登録必須） 
・運賃に差額を設けることで、観光客等も円田駅や遠江一宮駅から指定目的地まで

利用可能になります。 
・導入にあたっては、鉄道駅や幹線バスへの地域内フィーダーとしての役割を担う

公共交通手段とします。 
 

■地域タクシーのイメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、交通事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８～10 年度 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

運行内容や利用方法の 
周知・PR 

実証運行 

適宜評価・見直し 

本格運行 
運行計画の

検討・作成 

利用状況の分析・運行改善に向けた協議・調整 

遠江一宮駅、 
円田駅 

 

自宅 

運賃〇〇〇円＋α円 
運賃〇〇〇円 

登録利用者 
（一宮地区、園田地区住民） 

観光客等 
（登録外利用者） 

指定目的地（鉄道駅・バス停・病院・公共施設・観光施設 等） 
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施策２－３ 患者バスの見直し 

施策概要 運行方法について見直しを検討し、一宮線は新たな交通手段へ転換 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・患者バスは一宮線・大河内線・大久保線の３路線が運行されており、無医地区から

公立森町病院への通院手段の役割を担っています。 
・大河内線・大久保線は、利用者が減少傾向にありますが、山間部から森町病院へ直

通かつ無料で移動できる通院手段として需要があります。 
・一宮線は、令和３年度の利用者が５人と著しく減少しており、早急な見直しが必要

です。 
 
取組内容 
・患者バス一宮線は運行方法を見直し、新たな交通手段に転換します。 
・患者バス大河内線・大久保線は、利用状況を鑑みながら、運行方法の維持・改善等

を検討していきます。 
 

実施主体 森町、公立森町病院 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８～10 年度 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
  

適宜評価・見直し 

一宮線を新しい交通手段に転換 
一宮線の転換に向けた協議・

調整 

利用状況の分析・運行維持・改善等の検討 
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計画目標３ 分かりやすく利用しやすい公共交通の推進 

 

施策３－１ 公共交通マップの改定・配布 

施策概要 
駅やバス停周辺の観光施設等の情報を含めた公共交通マップに改定し、希望する住

民へ配布するほか、町ＨＰで公開 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・町では住民や利用者の方のために、路線バス・町営バスのルートに加え、町営バス

の時刻表を示した公共交通マップを作成しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組内容 
・現在の公共交通マップに、駅やバス停周辺の観光施設等の情報を追加し、より一体

的な情報提供によって利用促進を目指します。 
・公共交通マップは紙媒体で希望する住民へ配布するほか、利用希望者が情報にア

クセスしやすいよう、デジタル化した公共交通マップを町ＨＰで公開します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、交通事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 
 
 
 

 

 

       

  

■現在の公共交通マップ 
 （森町） 

■観光情報等も含めた公共交通マップ 
 （伊豆の国市） 

適宜評価・見直し 

記載内容の検討 
作成・配布・
公開 

記載内容の見直し 
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施策３－２ 新たな交通手段の情報発信及び地域説明会や使い方講座の開催 

施策概要 
新たな交通手段の使い方を分かりやすくまとめたチラシやパンフレットを作成・配布

等による情報発信及び地域説明会や使い方講座の開催 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・町では一宮地区、園田地区の日中に公共交通空白地域に、新たな交通手段の導入

を予定しています。 
・公共交通空白地域では、公共交通を利用する文化がなかったため、利用に抵抗を

持つ人も一定程度いると考えられます。 
・新たな交通手段に身近に感じてもらうため、乗り方や使い方を分かりやすく情報発

信する必要があります。 
 
取組内容 
【情報発信】 
・町の広報誌や HP のほか、新たな交通手段の広報チラシや使い方を分かりやすくま

とめたパンフレットを作成し、実証運行前、実証運行中、本格運行前、本格運行後な

ど、継続的にきめ細かな周知・PR を行います。 
・一宮地区・園田地区在住の世帯には、全戸配布を検討します。 
 
【地域説明会や使い方講座の開催】 
・新しい交通手段の地域説明会や使い方講座を開催し、地域住民へ直接利用方法を

説明することで利用促進につなげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、交通事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８～10 年度 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   

  

実証運行にかかる情

報発信 

■地域タクシーの使い方チラシ 
 （愛知県豊田市） 

適宜評価・見直し 

本格運行にかかる継続的な情報発信 

使い方講座の開催 地域説明会の開催 
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施策３－３ 高校生のためのバス通学利用促進パンフレットの作成 

施策概要 
高校生がバス通学で主に利用する時間帯や運賃などを記載したパンフレット等を作

成し、高校生の公共交通の利用を促進 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・通勤や通学といった定期的な移動需要は、鉄道やバスの運行維持に大きく関与し

ています。 
・高校生向けに実施したアンケート結果では、普段、自転車で通学している高校生は

雨の日では家族等に送迎してもらう人が多く、公共交通を通学方法の選択肢として

選んでもらえるよう、周知や利用促進が必要です。 
 
取組内容 
・通学利用に公共交通を検討してもらえるよう、高校生がバス通学で主に利用する時

間帯や運賃などを記載した高校生（中学３年生）・保護者向けのパンフレット等を作

成します。 
・作成したパンフレットは入学希望者に向けた学校説明会等で配布します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、交通事業者、教育機関 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 
 
 
 
 

   

 

     

 
  

■高校生向けのバス通学利用促進リーフレット 
 （茨城県） 

適宜評価・見直し 

パンフレットの作成・配布 
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施策３－４ バスの乗り方教室等の実施 

施策概要 バスの乗り方教室等を継続的に実施 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・町や秋葉バスサービス㈱では、主に小学生等を対象に、バスの乗り方教室やイベン

トを実施することで、子どもの頃から公共交通に触れ、利用機運の醸成を図ってい

ます。 
・自動車を運転して移動しており、公共交通を利用していない人の中には、将来的な

運転や移動に不安を抱える人も見受けられます。 
 
取組内容 
・小学生等を対象とした楽しいバスの乗り方教室やイベントを実施します。 
・運転免許証の自主返納者等、主に高齢者を対象とした、イベントの開催を検討しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、交通事業者、教育機関、その他関係者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 
 
 
 
 

         

 
  

■児童向けのバスの乗り方教室 
 （東伊豆町） 

■高齢者向けのバスの乗り方教室 
 （山口県防府市） 

適宜評価・見直し 

バスの乗り方教室やイベント等の開催検討・実施 
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施策３－５ 森町公共交通利用券助成事業の継続 

施策概要 森町公共交通利用券助成事業の継続 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・町では、自家用車を運転できない高齢者の日常生活の移動を支援するため、公共

交通利用券（路線バスや鉄道の定期券や回数券、タクシークーポン券等）を購入した

高齢者の方を対象に、購入費用の一部助成（１人につき１年度あたり上限 3,000 円）

を行っています。 
・森町公共交通利用券助成事業は毎年度申請できますが、単年度の申請で終わって

しまう利用者が一定数いるため、毎年度継続して申請してもらえるよう周知・ＰＲが

必要です。 
 
取組内容 
・森町公共交通利用券助成事業を引き続き実施します。 
・町の広報誌やＳＮＳ等を活用し、事業の周知・ＰＲを行います。 
・毎年度継続して申請していただけるよう、申請者への案内を行います。 
・高齢者等が集まるイベントや講習会等でチラシを配布し、事業のＰＲを行います。 
・交通事業者や民生委員・児童委員、社会福祉協議会などへ事業の周知を行います。 
・新しい交通手段として予定している地域タクシー（乗用タクシーの利活用）に、タク

シークーポン券が使用できるようにします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、交通事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 
 
 
 
 

 
 

 

      

 
  

適宜評価・見直し 

公共交通利用券助成事業の継続的な実施 

説明会や情報媒体を活用した周知 PR 活動の実施 

■高齢者への説明会 （藤枝市） ■森町公共交通利用券助成事業チラシ（森町） 
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施策３－６ 運転免許証自主返納者等割引サポート事業の周知及び内容の拡充検討 

施策概要 運転経歴証明書の提示による公共交通利用の割引制度の導入検討や事業の周知 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・静岡県内では、運転免許証自主返納者等が運転経歴証明書等を自治体や店舗等で

提示することで、様々な特典やサービスが受けられる「運転免許証自主返納者等割

引サポート事業」が実施されています。 
・町では運転経歴証明書の交付手数料助成や公共交通利用券の購入費用の助成を

行っています。 
・運転免許証自主返納と公共交通の利用促進を図るため、更なる取組の拡大が必要

となります。 
 
取組内容 
・静岡県警察とも連携し、「運転免許証自主返納者等割引サポート事業」の周知・啓発

に取り組みます。 
・公共交通利用時に運転経歴証明書を提示することで、運賃割引を受けられる制度

の導入を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、静岡県警察、交通事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
   

  

適宜評価・見直し 

「運転免許証自主返納者等割引サポート事業」の周知・啓発 

運賃割引制度の導入検討 

■運転免許自主返納者サポート事業のしくみ  
 （静岡県警察） 

運賃割引制度の導入 



 

-55- 
 

施策３－７ バス車両のバリアフリー化及び運賃支払いのキャッシュレス化 

施策概要 路線バスのノンステップバス拡充に加え、キャッシュレス決済機器の導入 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・全国的に高齢者が増加しており、高齢者や障がいのある方等、誰もが利用しやすい

ユニバーサルデザインに配慮した公共交通の利用環境改善が求められています。 
・秋葉バスサービス㈱では、路線バスのノンステップ化やデジタル定期券の発行等、

利便増進に取り組んでいますが、運賃の支払い方法は現金のみとなっています。 
 
取組内容 
・引き続き、車両購入時にノンステップバスに切り替えていきます。 
・現金以外でも運賃の支払いができるよう、車両にキャッシュレス決済機器の導入を

検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施主体 森町、バス事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
  

適宜評価・見直し 

適宜ノンステップバスへの切り替え 

■ノンステップバス 
 （秋葉バスサービス㈱） 

キャッシュレス機器の導入検討 
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施策３－８ ボランティア移動支援の継続及び利用条件緩和の検討 

施策概要 
社会福祉協議会等と連携し、ボランティア移動支援の周知・PR の実施、協力会員

の確保、利用条件緩和の検討 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・もり移動支援調整センター（運営主体：森町社会福祉協議会）では、生活に必要な

移動手段を持たない高齢者の町内移動を支援するため、ボランティア移動支援を

実施しています。 
・もり移動支援調整センターが利用依頼を受け、協力会員（ボランティア運転手）が

送迎ドライバーとなり、自家用車で移動支援を行っています。 
・協力会員も高齢化しており、今後の継続的な活動が懸念されることから、協力会

員を確保する取組が必要です。 
・ボランティア移動支援は、①65 歳以上で運転免許証を有しない人（返納者含む）、

②車の乗降が自分でできる人（要介護１までの人）、③町内に移動に関する支援が

できる親族等がいない人、の３つの利用条件があります。協力会員の担い手に限

りがある現状では利用条件を緩和できず、利用希望に応えられないケースがあり

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
取組内容 
【周知・PR】 
・社会福祉協議会等と連携し、町の広報誌や HP 等を通してボランティア移動支援

の周知・PR を行います。 
 
【協力会員の確保】 
・事業の周知・PR とともに、協力会員募集の広報を実施します。 
・民生委員・児童委員にボランティア移動支援の取組を紹介し、希望者には協力会

員への登録を促します。 
・協力会員入会希望者には、移動支援制度や運転の心構え等を学べる講習会を開

催します。 
 
【利用条件緩和の検討】 
・園田地区や飯田地区の住民などは、町外近隣の商業施設を日常の生活圏として

いるため、町外の移動が送迎可能となるよう、利用条件の緩和を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ボランティア移動支援の周知・ＰＲ 
 （森町社会福祉協議会） 

■送迎ドライバー募集のチラシ 
 （富士市社会福祉協議会） 

■ボランティア移動支援の概略図 

利用者
（依頼会員）

自家用車で送迎

協力を依頼 

ボランティア運転手

（協力会員） 

もり移動支援調整センター
（森町社会福祉協議会） 

送迎の依頼

燃料費の支払
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実施主体 森町、社会福祉協議会、その他関係者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

      

 
 

施策３－９ 重度障害者へのタクシー利用券交付 

施策概要 重度の障がいがある方の移動を支援するため、タクシーチケットの交付を継続 

施策内容 

取組の背景・方向性 
・町では、身体障害者手帳１級・２級を持っている方等、重度の障がいがある方に対

し、日常生活（通院、買い物等）の移動を支援するため、１枚 600 円のタクシーチケッ

トを年間 18 枚交付しています。 
 
取組内容 
・タクシーチケットの配布を継続して実施します。 
 

実施主体 森町、タクシー事業者 

実施期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

 
 
 
 
 

    

 

    

 

適宜評価・見直し 

協力会員の募集活動の実施 

利用条件緩和の検討・協議 

ボランティア移動支援の周知・ＰＲ 

適宜評価・見直し 

利用券の交付 
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第５章 計画目標の評価指標と計画の進行管理 

５ー１ 計画目標の評価指標 
計画目標の達成状況を明確化するため、評価指標の目標値を次のとおり設定します。 

 

計画目標 評価指標 
現状値 

（令和４年度実績） 

目標値 

（令和 10年度） 

広域移動を支える公共

交通の確保・維持 

広域の路線バスの利用者

数（秋葉線＋秋葉中遠線

＋磐田線） 

309,804 人 310,000 人 

町内移動を支える公共

交通の構築 

町営バスの利用者数 9,098 人 9,000 人 

日中の公共交通空白地域

への新たな交通手段の導

入地区数 

０地区 ２地区 

わかりやすく・利用し

やすい公共交通の推進 

森町公共交通利用券助成

事業の申請数 
92 件 210 件 

ボランティア移動支援の

協力会員登録者数 
15 人 35 人 
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■評価指標の考え方 

評価指標 評価指標設定の考え方 

評価指標① 

広域の路線バスの利

用者数（秋葉線＋秋

葉中遠線＋磐田線） 

 

現状値 
（令和４年度） → 

目標値 
（令和 10年度） 

309,804 人 310,000 人 

 
・令和４年度の広域の路線バスの利用者数は、約 309,800 人となってい

ます。今後、人口は減少していくことが見込まれていますが、公共交

通の利便性を向上させて、町民一人あたりの利用割合の増加につなげ

ることで、現状維持を目指します。 

 

 

評価指標② 

町営バスの利用者数 

 

現状値 
（令和４年度） → 

目標値 
（令和 10年度） 

9,098 人 9,000 人 

 
・令和４年度の町営バスの利用者数は、約 9,000 人となっています。今

後、人口は減少していくことが見込まれていますが、公共交通の利便

性を向上させて、町民一人あたりの利用割合の増加につなげること

で、現状維持を目指します。 

 

293,441
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9,098 9,000

0

5,000

10,000

15,000
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（単位：人）

人口減少の中でも利用者数を維持 

人口減少の中でも利用者数を維持 
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評価指標③ 

日中の公共交通空白

地域への新たな交通

手段の導入地区数 

 

現状値 
（令和４年度） → 

目標値 
（令和 10年度） 

－ ２地区 

 
・日中の公共交通空白地域である一宮地区・園田地区に、新たな交通手

段の導入を目指します。 

 

評価指標④ 

森町公共交通利用券

助成事業の申請数 

 

現状値 
（令和４年度） → 

目標値 
（令和 10年度） 

92 件 210 件 

 
・令和４年度の森町公共交通利用券助成事業の申請数は 92件で、令和２

年度申請数 52件から、1年度あたり 20件伸びています。将来推計人口

より、令和２年から令和 12 年にかけて 75 歳以上の高齢者数は約 1.2

倍に増加が見込まれており、今後、事業の周知・ＰＲ等を行い、毎年

度 20件の増加を目指すことで、210 件を目標値として設定しました。 
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高齢者数の増加に伴い、 
毎年度 20 件の増加を目指す 
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評価指標⑤ 

ボランティア移動支

援の協力会員登録者

数 

 

現状値 
（令和４年度） → 

目標値 
（令和 10年度） 

15 人 35 人 

 
・令和４年度のボランティア移動支援利用回数は、212 件であり、令和２

年度の利用回数 183 回から 15％程度増加しています。令和４年度実績

から毎年度 15％増加させることで、令和 10年度利用回数を 490 件とし

て想定しました。 

・令和４年度のボランティア移動支援協力会員登録者数は、15人であ

り、利用回数 212 件に対し、1人当たり約 14 回協力しています。ボラ

ンティア移動支援の令和 10 年度の利用回数を 490 件に対応できるよ

う、490÷14 回＝35人の協力会員登録者数を目標値として設定しまし

た。 
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５ー２ 計画の推進 
５-２-１ 推進・管理体制 

地域公共交通会議において、毎年度、取組の実施状況の確認や効果検証、改善案等につい

て協議を行います。 

また、計画期間における社会情勢の変化を踏まえ、見直しが必要な場合は、上位・関連計

画との整合を図りつつ、計画の改訂を行っていきます。 

 

推進・管理体制 構成員 役割 

森町地域公共交通会議 

町民、交通事業者、

警察、国の交通施策

担当者等 

取組の実施状況の確認、効果検証や取組の改善

案等について協議し、計画の進行管理を行う。 

また、必要に応じて、計画の改定に係る協議を

行う。 

 

５-２-２ 進行管理 

毎年度、計画目標に応じた評価指標の達成状況や取組の進捗状況を確認し、ＰＤＣＡサイクル

【計画（Ｐｌａｎ）→実施（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）→見直し（Ａｃｔｉｏｎ）】による計画の進行管理を行いま

す。 

 

 

 

 

５-２-３ 多様な関係者との連携・協働 

計画を進めるにあたり、本町の目指す公共交通の実現に向けて、町民、交通事業者、行政等

が連携・協働し、一体となって取り組むとともに、それぞれが担う役割を相互に確認しなが

ら、地域が一体となり、持続可能かつ有効な公共交通網の構築を目指します。 
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参考資料 

１ 策定経過と策定体制 

 

（１）策定経過内容 

 

年月日 内容 

令和４年８月 令和４年度 第１回 森町地域公共交通会議 

令和４年 10 月～ 

令和５年２月 

町民アンケート調査の実施 

公共交通利用者アンケート調査の実施 

高校生アンケート調査の実施 

交通事業者ヒアリング調査の実施 

関係事業者ヒアリング調査の実施 

令和５年１月 令和４年度 第２回 森町地域公共交通会議 

令和５年３月 令和４年度 第３回 森町地域公共交通会議 

令和５年３月 令和４年度 第４回 森町地域公共交通会議 

令和５年７月 令和５年度 第１回 森町地域公共交通会議 

令和５年 12 月 令和５年度 第２回 森町地域公共交通会議 

令和６年２月 パブリックコメントの実施 

令和６年３月 令和５年度 第３回 森町地域公共交通会議 

令和６年３月 「森町地域公共交通法定計画」の決定 

 

 

（２）策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
森町地域公共交通会議 

（交通事業者、学識経験者、地域代表、 

各種団体、関係行政団体等） 

事務局 

パブリック 

コメント 

広報・ 

ホームページ 

町民意見 

の反映 

公募や 

お知らせ 
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２ 上位関連計画の整理 

（１）第９次森町総合計画 

項 目 内 容 

計画期間 平成 28 年度～令和７年度（2016～2025 年度） 

計画概要 

町民一人ひとりの豊かな暮らしの実現と、多様な交流を育み、誰もが明るい未

来を描くことができる環境を整えていくため、今後 10 年のまちづくりの中長

期的な指針。 

将来像 住む人も訪れる人も「心和らぐ森町」 

基本の柱 

基本の柱１：～みんなで助けあう健やかなまち～（保健・医療・福祉） 

基本の柱２：～先人に学びみんなで育むまち～（教育・文化） 

基本の柱３：～交流が盛んでにぎわうまち～（活力・情報発信）  

基本の柱４：～活気あふれる産業のまち～（産業振興） 

基本の柱５：～いつまでも暮らせるやすらぎのまち～（安心・安全） 

基本の柱６：～豊かな自然があふれるまち～（自然環） 

公共交通に 

関連する施策 

【施策の方向性】 

町民ニーズに即した地域公共交通の充実を図るとともに、天竜浜名湖鉄道や

路線バス、自主運行バスなどの利便性の向上と効率的な運行を促進します。 

 
（2）第２期森町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと・創生総合戦略 

項 目 内 容 

計画期間 

人口ビジョン：令和２年度～令和 42 年度（2021～2060 年度） 

まち・ひと・しごと創生総合戦略：令和３年度～令和７年度（2021～2025 年

度） 

計画概要 

人口減少や少子高齢化が急速に進む中、地方の人口減少に歯止めをかけると

ともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、将来にわたって活力ある社会

を維持していくことを目的として、地域の実情に応じ、まち・ひと・しごと創生

に関する施策の基本的な計画。 

基本的方針、

基本目標 

■基本的方針 

〇結婚・出産・子育て 

若年世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえ、人口減少に歯止めをかけ

る。  

〇町内定住 

家族形成期世帯の定住、一時転出層の呼び戻し、外部からの流入を促す。 

〇地域経済の活性化 

産業の振興と地域内での安定的な雇用の確保や、地域資源を活かした新たなに

ぎわいを創出する。 
〇生活環境の整備 

町民誰もが安全・安心に暮らせる生活環境を維持、整備する。 
■基本目標 

基本目標１：「ひと」を育む ～“森”に学び育つ～ 

基本目標２：「魅力」と「交流」をつくる ～人とふれあう～ 

基本目標３：「しごと」をつくる ～人を活かす～ 

基本目標４：「安心」をつくる ～“森”との共生～ 

公共交通に 

関連する施策 

基本目標 4：「安心」をつくる ～“森”との共生～ 

■定住環境としての魅力向上と移住促進 

○交通環境の改善 

町内におけるバス、鉄道網の連携等により、総合的な公共交通のあり方につ

いて見直します。 
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（3）森町都市計画マスタープラン 
項 目 内 容 

計画期間 令和元年度～令和 22 年度（2019～2040 年度） 

計画概要 
町の総合計画やまちづくりの現状、住民意向などを踏まえ、目指すべきまちの
将来像を定め、今後のまちづくりの道筋を示すもの。 

将来都市像 住む人も訪れる人も「心和らぐ森町」 

公共交通に 

関連する施策 

■基本的な考え方 

・まちづくりや観光施策と併せた、道路・交通ネットワークの構築 

・多様な交通手段を組み合わせ、町民や観光客等の移動手段を確保 

■施策の方向 

○暮らしを支える公共交通ネットワークの維持 

・公共交通の利便性向上 

・公共交通の利用促進 

・地域特性に応じた移動手段の確保 

 
（4）森町立地適正化計画 

項 目 内 容 

計画期間 令和元年度～令和 22 年度（2019～2040 年度） 

計画概要 

居住や都市機能の適正な誘導を図ることにより、人口減少・少子高齢時代にお

いても持続可能なコンパクトなまちづくりを進め、豊かな暮らしの維持を図る

もの。 

まちづくりの 

テーマ 
「医・職・住」×「交流」のまちづくり 

公共交通に 

関連する施策 

○公共交通等の充実 

・公共交通の利用率の向上 

・公共交通の利便性の向上 

・公共交通を補完する多様な移動手段の充実 

 
（5）「遠州の小京都まちづくり」基本構想・計画 

項 目 内 容 

計画期間 
基本構想 平成 26 年度～（2014 年度～） 

基本計画 平成 28 年度～（2016 年度～） 

計画概要 

■遠州の小京都まちづくり基本構想 

「遠州の小京都・森町」をその由縁から改めて整理し、「遠州の小京都」のまちづ

くりの方向性を示すもの。 

■遠州の小京都まちづくり基本計画 

「遠州の小京都」を”看板”として、今後の町の観光や産業の振興に寄与するた

めに必要な取組等について検討し、とりまとめたもの。 

 
（6）森町地域福祉計画 

項 目 内 容 

計画期間 令和元年度～令和 5 年度（2019～2023 年度） 

計画概要 町の今後の地域福祉のあり方や推進に向けての基本的な方向を定めたもの。 
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３ 路線の概況（令和５年４月１日現在） 

（1）森町公共交通マップ及び公共交通結節点 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駅及びバス停の       については、交通結節点を示す。 
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（2）路線バス 

■秋葉線 

路線名 秋葉線 

運行体系 民間路線バス（地域間幹線系統） 

事業区分 一般乗合旅客自動車運送事業 

事業者 秋葉バスサービス株式会社 

車両 大型バス（乗車定員：最大 79 名） 

運賃 

主な区間 
袋井駅前～遠州森町：590 円 

袋井駅前～気多：770 円 

森町内 
戸綿～遠州森町：180 円 

遠州森町～森林組合前：440 円 

運行区間 

起点 袋井駅前（袋井市） 

森町内の主な経由地 遠州森町、元開橋、森林組合前 

終点 気多（浜松市） 

運行区間内の町

内交通結節点 

バス停 遠州森町、元開橋、森林組合前 

天浜線駅 

（最寄りバス停名） 
戸綿駅（戸綿） 

１日あたりの運

行便数 
便 

平日 16 便（06：00～19：59） 

内訳／備考 
・袋井駅前→気多：８便 

・気多→袋井駅前：８便 

土日祝日 ８便（07：05～19：44） 

内訳／備考 

・袋井駅前→気多：４便 

・気多→袋井駅前：４便 

・８月 13 日～15 日及び 12 月 30 日～１月３日

は、土日祝日ダイヤで運行 
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■秋葉中遠線 

路線名 秋葉中遠線 

運行体系 民間路線バス（地域間幹線系統） 

事業区分 一般乗合旅客自動車運送事業 

事業者 秋葉バスサービス株式会社 

車両 大型バス（乗車定員：最大 79 名） 

運賃 

主な区間 
袋井駅前～遠州森町：590 円 

袋井駅前～大東支所：800 円 

森町内 
森町病院～遠州森町：180 円 

戸綿～遠州森町：180 円 

運行区間 

起点 大東支所（掛川市）／袋井駅前（袋井市） 

主な経由地 
横須賀車庫前、袋井市民病院、横手橋、山梨郵便局

前、イオン袋井店前、森町病院、戸綿 

終点 遠州森町 

運行区間内の町

内交通結節点 

バス停 遠州森町 

天浜線駅 

（最寄りバス停名） 

戸綿駅（戸綿）、遠州森駅（遠州森駅前）、森町病院

前駅（森山入口、森町病院） 

１日あたりの運

行便数（森町内

運行便数） 

便 

平日 54 便（06：10～22：05） 

内訳／備考 

・袋井駅前～山梨郵便局前～遠州森町：27 便 

・袋井駅前～イオン袋井店前～遠州森町：13 便 

・袋井駅前～森町病院～遠州森町：８便 

・袋井駅前～横手橋～遠州森町：３便 

・大東支所～袋井駅前～遠州森町：３便 

土日祝日 34 便（06：15～21：09） 

内訳／備考 

・袋井駅前～山梨郵便局前～遠州森町：22 便 

・袋井駅前～イオン袋井店前～遠州森町：８便 

・袋井駅前～横手橋～遠州森町：４便 

・８月 13 日～15 日及び 12 月 30 日～１月３日

は、土日祝日ダイヤで運行 
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■吉川線 

路線名 吉川線 

運行体系 自主運行バス（町営バス） 

事業区分 自家用有償旅客運送 

事業者 森町 

車両 中型車両（乗車定員：19 名） 

運賃 主な区間 

①落合～元開橋：200 円 

②元開橋～森町病院：200 円 

※①と②２つの区間を乗車する場合：400 円 

運行区間 

起点 森町病院 

主な経由地 遠州森町、元開橋、アクティ森 

終点 落合 

運行区間内の交

通結節点 

バス停 遠州森町、元開橋 

天浜線駅 

（最寄りバス停名） 

遠州森駅（遠州森駅前）、森町病院前駅（森山入口、

森町病院） 

１日あたりの運

行便数 
便 

平日 
３月～９月：15 便（07：21～19：20） 

10 月～２月：14 便（07：21～17：54） 

内訳／備考 

○一部デマンド運行（経由地は定時便の終点） 

・森町病院～落合下～落合：２便 

・森町病院～アクティ森～落合：９便 

○デマンド運行 

・遠州森町～アクティ森 ３月～９月：３便 

10 月～２月：２便 

・８月 13 日～15 日及び 12 月 30 日～１月３日

は、土日祝日ダイヤで運行 

土日祝日 13 便（08：32～16：53） 

内訳／備考 

○一部デマンド運行（経由地は定時便の終点） 

・森町病院～アクティ森～落合：８便 

○デマンド運行 

・森町病院～落合：５便 
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■大河内線 

路線名 大河内線 

運行体系 自主運行バス（町営バス） 

事業区分 自家用有償旅客運送 

事業者 森町 

車両 中型車両（乗車定員：14 名） 

運賃 主な区間 森林組合前～下島：200 円 

運行区間 

起点 森林組合前 

主な経由地 三倉、開郷 

終点 下島 

運行区間内の交

通結節点 
バス停 森林組合前 

１日あたりの運

行便数 
便 

平日 
３月～９月：13 便（06：51～19：43） 

10 月～２月：12 便（06：51～18：17） 

内訳／備考 

○定時運行 

・森林組合前～下島：５便 

・森林組合前～開郷：２便 

○デマンド運行 

・森林組合前～下島 ３月～９月：６便 

             10 月～２月：５便 

土日祝日 運休 

内訳／備考 

・土日祝日 

・８月 13 日～15 日 

・12 月 30 日～１月３日 
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■磐田線 

路線名 磐田線 

運行体系 自主運行バス 

事業区分 一般乗合旅客自動車運送事業 

事業者 
森町・磐田市・袋井市 

※運行者：秋葉バスサービス株式会社 

車両 大型バス（乗車定員：最大 79 名） 

運賃 

主な区間 遠州森町～磐田駅前：730 円 

森町内 
遠州森町～森町病院：180 円 

遠州森町～牛飼：340 円 

運行区間 

起点 遠州森町 

森町内の主な経由地 森山入口、森町病院 

終点 磐田駅前（磐田市） 

運行区間内の町

内交通結節点 

バス停 遠州森町 

天浜線駅 

（最寄りバス停名） 

遠州森駅（遠州森駅前）、森町病院前駅（森山入口、

森町病院）、円田駅（円田上） 

１日あたりの運

行便数 
便 

平日 10 便（06：05～20：05） 

内訳／備考 
・遠州森町～森山入口～磐田駅前：６便 

・遠州森町～森町病院～磐田駅前：４便 

土日祝日 運休 

内訳／備考 

・土日祝日 

・８月 13 日～15 日 

・12 月 30 日～１月３日 
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（3）交通結節点 

交通結節点（鉄道駅） 主な状況 

○戸綿駅 《駅舎等》 

 無人駅である。 

 駅舎（待合所）は高架駅だが階段のみであり、バリアフリー化されて

いない。 

《駐車場等の施設》 

 高架下に駐輪場及びトイレが整備されている。しかし、送迎等のため

の自動車乗降場やタクシー乗降場、駐車場はない。 

《路線バスとの接続》 

 秋葉線、秋葉中遠線のバス停（戸綿バス停）まで少し離れている。 

○遠州森駅 《駅舎等》 

 駅舎（本屋）及び上りプラットホームが国の登録有形文化財に登録

されている。 

 南側ホームに行くためには階段と線路を渡る必要があり、バリアフ

リー化されていない。 

《駐車場等の施設》 

 送迎等のための自動車乗降場やタクシー乗降場、駐車場、駐輪場、ト

イレが整備されている。 

《路線バスとの接続》 

 遠州森駅前バス停まで少し離れている。 

○森町病院前駅 《駅舎等》 

 無人駅である。 

 平成27年３月開業の駅であり、スロープや点字など、バリアフリー

に配慮されている。 

《駐車場等の施設》 

 駐車場、駐輪場、トイレが整備されている。 

 送迎等のための自動車乗降場、タクシー乗降場はないが、駐車場に

て乗降可能。 

《路線バスとの接続》 

 最寄りの森町病院バス停や森山入口バス停まで少し離れている。 

 駅利用者は近接の森町病院や森町家庭医療クリニック、森町文化会

館の利用が多いことが想定され、バスへの乗り換えを必要とする人

は少ないと思われる。 

○円田駅 《駅舎等》 

 無人駅である。 

 ホームへのスロープが整備されている。 

《駐車場等の施設》 

 駐輪場、トイレ（簡易なもの）は整備されている。 

 送迎のための自動車乗降場やタクシー乗降場、駐車場はない。 

《路線バスとの接続》 

 磐田線の円田上バス停までは少し離れている。 

○遠江一宮駅 《駅舎等》 

 駅舎（本屋）が国の登録有形文化財に登録されている。 

 無人駅である。 

 南側ホームに行くためには階段と線路を渡る必要があり、バリアフ

リー化されていない。 

《駐車場等の施設》 

 送迎等のための自動車乗降場やタクシー乗降場、駐車場、駐輪場、ト

イレが整備されている。 

《路線バスとの接続》 

 路線バスとの接続はない。 
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交通結節点（バス停） 主な状況 

○遠州森町バス停 《待合所等》 

 秋葉バス㈱の営業所となっており、屋根付き、ベンチ有りの待合所

が整備されている。 

《駐車場等の施設》 

 送迎等のための自動車乗降場やタクシー乗降場、駐車場、駐輪場、

トイレが整備されている。 

《路線バスとの接続》 

 秋葉線、秋葉中遠線、吉川線、磐田線の接続地点（乗り換えポイン

ト）となっている。 

○元開橋バス停 《待合所等》 

 市街地から三倉、天方方面に向かうためのバス停には簡易の上

屋、ベンチが設置されている。三倉、天方方面から市街地に向かう

ためのバス停には、上屋は設置されていない。 

《駐車場等の施設》 

 送迎等のための自動車乗降場やタクシー乗降場、駐車場はない。 

《路線バスとの接続》 

 秋葉線、吉川線の接続地点となっている。 

○森林組合前バス停 《待合所等》 

 屋根、ベンチなどがある待合所は整備されていない。 

《駐車場等の施設》 

 送迎等のための自動車乗降やタクシー乗降のスペースはある。 

《路線バスとの接続》 

 秋葉線、大河内線の接続地点となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-74- 
 

４ 町民アンケート調査結果の概要 

（１）実施概要 

項目 内容 

実施時期 令和４年 11 月７日（月）～令和４年 11月 24 日（木） 

実施目的 

・日常生活における移動実態の把握 

・公共交通の利用状況の把握 

・公共交通全般に対する町民ニーズの把握 

・地域公共交通の問題点・課題点の整理 

実施方法 郵送配布（郵送回収またはインターネットでの回答） 

対象者 18 歳以上の町民 1,000 人 

対象者抽出条件 
森地区 200 人、一宮地区 160 人、園田地区 160 人、飯田地区 160 人、

三倉地区 160 人、天方地区 160 人 

配布数 1,000 票 

回収数 521 票（うちインターネット回答 66 票） 

回収率 52.1％ 

 
 
（２）調査結果 

１） 【１－１】居住地域 

・居住地域では、「森地区」が 112 人、「一宮地区」が 80 人、「園田地区」が 80 人、「飯田地区」

が 69 人、「三倉地区」が 90 人、「天方地区」が 81 人の回答となった。 
 

表 居住地域 

 

 
 
 
 
 
  

回答数 割合

森地区 112 21.5%
一宮地区 80 15.4%
園田地区 80 15.4%
飯田地区 69 13.2%
三倉地区 90 17.3%
天方地区 81 15.5%
無回答 9 1.7%
合計 521 100.0%



 

-75- 
 

２） 【１－２】性別 

・性別では、「女性」が 52.8%と最も高く、次いで「男性」が 45.1%と続いている。 
・居住地域別にみると、「女性」は三倉地区が 57.8％と最も高く、次いで森地区が 55.4％と続い

ている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 性別（地区別） 

 
 
 

３） 【１－３】年齢 

・年齢では、「60 代」が 24.4%と最も高く、次いで「70 代」が 21.9%と続いている。 
・居住地域別にみると、「60 代」は一宮地区が 28.8％と最も高く、次いで天方地区が 27.2％と続

いている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 年齢（地区別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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４） 【１－４】就業状況 

・就業状況では、「パート・アルバイト」が 29.2%と最も高く、次いで「会社員・公務員」が 28.4%
と続いている。 

・居住地域別にみると、「パート・アルバイト」は三倉地区が 37.8％と最も高く、次いで森地区が

31.3％と続いている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 就業状況（地区別） 

 
 
 

５） 【１－５】運転免許の有無（複数回答） 

・運転免許の有無では、「普通自動車以上」が 85.0%と最も高く、次いで「自動二輪」が 15.5%
と続いている。 

・居住地域別にみると、「普通自動車以上」は一宮地区が 95.0％と最も高く、次いで園田地区

が 93.8％と続いている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 運転免許の有無（地区別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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６） 【１－６】免許返納の意思 

・免許返納の意思では、「現在は返納を考えていない」が 55.3%と最も高く、次いで「返納を

考えているが、時期は未定である」が 21.7%と続いている。 
・居住地域別にみると、「現在は返納を考えていない」は園田地区が 70.0％と最も高く、次い

で一宮地区が 63.8％と続いている。 

 
図 免許返納の意思（地区別） 

 

 

 
７） 【１－７】免許返納に関する取組み要望 

・免許返納に関する取組み要望では、「自家用車に代わる公共交通機関の充実」が 45.3%と

最も高く、次いで「免許返納者を対象にした公共交通やタクシーの割引制度の充実」が

23.6%と続いている。 
・居住地域別にみると、「自家用車に代わる公共交通機関の充実」は一宮地区が 51.3％と最

も高く、次いで天方地区が 49.4％と続いている。 

 
 

図 免許返納に関する取組み要望（地区別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 



 

-78- 
 

８） 【１－８】車両の有無（複数回答） 

・車両の有無では、「自動車」が 83.3%と最も高く、次いで「自転車」が 24.6%と続いている。 
・居住地域別にみると、「自動車」は一宮地区が 95.0％と最も高く、次いで園田地区が 90.0％

と続いている。 

 

図 車両の有無（地区別） 

 
 
 

９） 【１－９】外出頻度の変化（コロナ禍） 

・外出頻度の変化（コロナ禍）では、「減少した」が 65.5%と最も高く、次いで「変化していな

い」が 32.6%と続いている。 
・居住地域別にみると、「減少した」は飯田地区が 72.5％と最も高く、次いで森地区が 72.3％

と続いている。 

 
 

図 外出頻度の変化（コロナ禍）（地区別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１０） 【２－１】買い物に出かける回数 

・買い物に出かける回数では、「週に 1～2 回」が 40.3%と最も高く、次いで「週に 3～4 回」が

28.0%と続いている。 
・居住地域別にみると、「週に 1～2 回」は一宮地区が 48.8％と最も高く、次いで園田地区が

42.5％と続いている。 
・頻度の多い「週に 5 回以上」「週に 3～4 回」「週に 1～2 回」を合計した割合については、一宮地

区が 91.4％と最も高く、次いで園田地区が 87.5％と最も多い。 

 
 

図 買い物に出かける回数（地区別） 

  

※５％未満非表示 
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１１） 【２－２】買い物に利用する店舗（複数回答） 

※【２－１】で「週に 5 回以上」,「週に 3～4 回」,「週に 1～2 回」,「月に数回」,「年に数回」を答えた人のみ 
・買い物に利用する店舗では、「ピアゴ森店」が 64.5%と最も高く、次いで「イオン袋井店」が

48.1%と続いている。 
・居住地域別にみると、「ピアゴ森店」は三倉地区が 75.3％と最も高く、次いで森地区が 74.2％と

続いている。 
 

 

図 買い物に利用する店舗（地区別） 

 
  

※５％未満非表示 
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１２） 【２－３】買い物での交通手段（複数回答） 

※【２－１】で「週に 5 回以上」,「週に 3～4 回」,「週に 1～2 回」,「月に数回」,「年に数回」を答えた人のみ 
・買い物での交通手段では、「自家用車（自分で運転）」が 82.8%と最も高く、次いで「自家用

車（家族・知人等による送迎）」が 19.1%と続いている。 
・居住地域別にみると、「自家用車（自分で運転）」は園田地区が 87.0％と最も高く、次いで飯田地

区が 86.6％と続いている。 

 
図 買い物での交通手段（地区別） 

 
 

  

※５％未満非表示 
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１３） 【３－１】通院の回数 

・通院の回数では、「年に数回」が 37.6%と最も高く、次いで「月に数回」が 31.3%と続いてい

る。 
・居住地域別にみると、「年に数回」は園田地区が 45.0％と最も高く、次いで三倉地区が

41.1％と続いている。 

 
図 通院の回数（地区別） 

 

 

 

１４） 【３－２】通院先の地域 

※【３－１】で「週に 5 回以上」,「週に 3～4 回」,「週に 1～2 回」,「月に数回」,「年に数回」を答えた人のみ 
・通院先の地域では、「森町病院・家庭医療クリニック」が 33.8%と最も高く、次いで「県内

（市・町）」が 29.0%と続いている。 
・居住地域別にみると、「森町病院・家庭医療クリニック」は三倉地区が 56.3％と最も高く、次

いで一宮地区が 32.8％と続いている。 
 

 

図 通院先の地域（地区別） 

 

 

 

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１５） 【３－３】通院での交通手段（複数回答） 

※【３－１】で「週に 5 回以上」,「週に 3～4 回」,「週に 1～2 回」,「月に数回」,「年に数回」を答えた人のみ 
・通院での交通手段では、「自家用車（自分で運転）」が 70.7%と最も高く、次いで「自家用車

（家族・知人等による送迎）」が 19.3%と続いている。 
・居住地域別にみると、「自家用車（自分で運転）」は一宮地区が 78.7％と最も高く、次いで園田地

区が 75.0％と続いている。 

 

 

図 通院での交通手段（地区別） 

 
 
  

※５％未満非表示 
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１６） 【４－１】通勤・通学の有無 

・通勤・通学の有無では、「通勤している」が 48.0%と最も高く、次いで「通勤・通学していな

い」が 31.7%と続いている。 
・居住地域別にみると、「通勤している」は飯田地区が 59.4％と最も高く、次いで一宮地区、園田

地区が 55.0％と続いている。 

 

 

図 通勤・通学の有無（地区別） 

 

 

 

１７） 【４－２】通勤・通学の回数 

※【４－１】で「通勤している」,「通学している」を答えた人のみ 
・通勤・通学の回数では、「週に５回以上」が 76.5%と最も高く、次いで「週に 3～4 回」が

18.0%と続いている。 
・居住地域別にみると、「週に 5 回以上」は飯田地区が 86.4％と最も高く、次いで一宮地区が

77.8％と続いている。 

 
 

図 通勤・通学の回数（地区別）  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１８） 【４－３】通勤・通学先 

※【４－１】で「通勤している」,「通学している」を答えた人のみ、通勤・通学先の県内市町は「県内（市・町）」

を答えた人のみ 
・通勤・通学先では、「県内（市・町）」が 58.0%と最も高く、次いで「町内」が 40.4%と続いてい

る。 
・居住地域別にみると、「県内（市・町）」は一宮地区が 68.9％と最も高く、次いで天方地区が

62.9％と続いている。 

 
 

図 通勤・通学先（地区別） 

 

 

 

 
 

図 通勤・通学先の県内市町（地区別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１９） 【４－４】通勤・通学での交通手段（複数回答） 

※【４－１】で「通勤している」,「通学している」を答えた人のみ 
・通勤・通学での交通手段では、「自家用車（自分で運転）」が 88.6%と最も高く、次いで「自家

用車（家族・知人等による送迎）」が 5.5%と続いている。 
・居住地域別にみると、「自家用車（自分で運転）」は天方地区が 97.1％と最も高く、次いで三

倉地区が 96.9％と続いている。 

 

 

図 通勤・通学での交通手段（地区別） 

 
 
 

２０） 【５－１】買い物、通院、通勤、通学以外の外出先 

・買い物、通院、通勤、通学以外の外出先では、「銀行・郵便局等」が 17.3%と最も高く、次い

で「外出しない」が 15.4%と続いている。 
・居住地域別にみると、「銀行・郵便局等」は園田地区が 22.5％と最も高く、次いで一宮地区が

18.8％と続いている。 

 
 

図 買い物、通院、通勤、通学以外の外出先（地区別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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２１） 【５－２】買い物、通院、通勤、通学以外の外出先での交通手段（複数回答） 

・買い物、通院、通勤、通学以外の外出先での交通手段では、「自家用車（自分で運転）」が

62.6%と最も高く、次いで「自家用車（家族・知人等による送迎）」が 10.9%と続いている。 
・居住地域別にみると、「自家用車（自分で運転）」は園田地区が 72.5％と最も高く、次いで飯田地

区が 71.0％と続いている。 

 

図 買い物、通院、通勤、通学以外の外出先での交通手段（地区別） 

 
  

※５％未満非表示 
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２２） 【６－１ー１】過去 30 日以内の秋葉バスの利用 

・過去 30 日以内の秋葉バスの利用では、「利用していない」が 93.9%と、ほとんど人は 30 日

以内に利用していない。 
・居住地域別にみると、「利用していない」は園田地区が 100％と最も高く、次いで一宮地区が

97.5％と続いている。 

 

 

図 過去 30 日以内の秋葉バスの利用（地区別） 

 
 

 

２３） 【６－１ー２】過去 30 日以内の町営バスの利用 

・過去 30 日以内の町営バスの利用では、「利用していない」が 95.2%と、ほとんど人は 30 日

以内に利用していない。 
・居住地域別にみると、「利用していない」は園田地区が 100％と最も高く、次いで一宮地区が

98.8％と続いている。 

 

 

図 過去 30 日以内の町営バスの利用（地区別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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２４） 【６－２】過去 30 日以内の天浜線の利用 

・過去 30 日以内の天浜線の利用では、「天浜線を利用していない」が 86.4%と最も高く、次

いで「天浜線を利用した」が 8.3%と続いている。 
・居住地域別にみると、「天浜線を利用していない」は飯田地区が 95.7％と最も高く、次いで園田

地区が 92.5％と続いている。 

 
 

図 過去 30 日以内の天浜線の利用（地区別） 

 
 

 

２５） 【７－１】運賃設定の感覚について 

・運賃設定の感覚についてでは、「わからない」を除くと「国や自治体が運賃の一部を負担して、

運賃の値下げを検討すべき」が 22.8%と最も高く、次いで「公共交通サービスが充実するので

あれば、多少の運賃値上げは仕方ない」が 12.9%と続いている。 
・居住地域別にみると、「国や自治体が運賃の一部を負担して、運賃の値下げを検討すべき」は園田地

区が 26.3％と最も高く、次いで飯田地区が 26.1％と続いている。 

 
図 運賃の設定間隔について（地区別） 

 

 

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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２６） 【７－２】公共交通全体の満足度 

・公共交通全体の満足度では、「どちらとも言えない」が 38.4%と最も高く、次いで「不満」が

14.0%と続いている。 
・居住地域別にみると、「どちらとも言えない」は飯田地区が 47.8％と最も高く、次いで森地区が

43.8％と続いている。 

 

図 公共交通全体の満足度（地区別） 

 
 
 

２７） 【７－３ー１】天浜線の不満（複数回答） 

・天浜線の不満では、「運行本数が少ない」が 29.0%と最も高く、次いで「駅までの移動が大変」が

20.0%と続いている。 
・居住地域別にみると、「運行本数が少ない」は一宮地区が 38.8％と最も高く、次いで飯田地区が

37.7％と続いている。 

 
 

図 天浜線の不満（地区別） 

  

※５％未満・無回答非表示 

※５％未満非表示 
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２８） 【７－３ー２】秋葉バスの不満（複数回答） 

・秋葉バスの不満では、「バス停が近くにない」が 16.1%と最も高く、次いで「日中の便が少ない」

が 14.2%と続いている。 
・居住地域別にみると、「バス停が近くにない」は一宮地区が 41.3％と最も高く、次いで園田地区が

25.0％と続いている。 

 
 

図 秋葉バスの不満（地区別） 

 
 
 

２９） 【７－３ー３】町営バスの不満（複数回答） 

・町営バスの不満では、「バス停が近くにない」が 15.2%と最も高く、次いで「予約方法が分からな

い」が 8.1%と続いている。 
・居住地域別にみると、「バス停が近くにない」は一宮地区が 36.3％と最も高く、次いで園田地区が

22.5％と続いている。 

 
 

図 町営バスの不満（地区別） 

※５％未満・無回答非表示 

※５％未満・無回答非表示 
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３０） 【７－３ー４】タクシーの不満（複数回答） 

・タクシーの不満では、「タクシー料金が高い」が 23.2%と最も高く、次いで「タクシーを呼びにく

い」が 7.9%と続いている。 
・居住地域別にみると、「タクシー料金が高い」は園田地区が 33.8％と最も高く、次いで森地区が

25.0％と続いている。 

 
 

図 タクシーの不満（地区別） 

 
 
 

３１） 【７－４】デマンドタクシーの利用意向 

・デマンドタクシーの利用意向では、「わからない」が 30.3%と最も高く、次いで「買物や通院等、一

部の用事で利用したい」が 8.3%と続いている。 
・居住地域別にみると、「わからない」は一宮地区が 40.0％と最も高く、次いで園田地区が 37.5％と続

いている。 

 
 

図 デマンドタクシーの利用意向（地区別） 

 

※５％未満・無回答非表示 

※５％未満・無回答非表示 
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３２） 【７－５】デマンドタクシーで想定される目的地（複数回答） 

・デマンドタクシーで想定される目的地では、「森町病院・家庭医療クリニック」が29.0%と最も高く、

次いで「金融機関」、「ピアゴ森店」が 20.5%と続いている。 
・居住地域別にみると、「森町病院・家庭医療クリニック」は三倉地区が 45.6％と最も高く、次いで天方地

区が 35.8％と続いている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 デマンドタクシーで想定される目的地（地区別） 

 
 
 

３３） 【７－６】ボランティア移動支援の認知度 

・ボランティア移動支援の認知度では、「知らなかった」が 74.7%と最も高く、次いで「知ってい

る」が 20.3%と続いている。 
・居住地域別にみると、「知らなかった」は飯田地区が 84.1％と最も高く、次いで園田地区が 83.8％

と続いている。 

 
 

図 ボランティア移動支援の認知度（地区別） 

  

※５％未満・無回答非表示 

※５％未満非表示 
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３４） 【７－７】運転手としての活動意向 

・運転手としての活動意向では、「活動してみたいとは思わない」が 58.2%と最も高く、次いで「町

から報酬があるなら活動してみたい」が 15.5%と続いている。 
・居住地域別にみると、「町から報酬があるなら活動してみたい」は飯田地区が 26.1％と最も高く、次

いで一宮地区が 20.0％と続いている。 

 
図 運転手としての活動意向（地区別） 

 
 
 
 

３５） 【７－８】自由意見 

・自由意見は、公共交通全体に関する意見が 30 件程度、バスに関する意見が 18 件程度と多くみられ

た。 
・公共交通全体に関する意見では、主に利便性向上への要望や、公共交通と連携した施策を要望する

意見が多くみられた。 
・バスに関する意見では、利用人数の少ない時間帯のバス車両の小型化に関する意見や買い物施設

や病院など目的地を経由する運行への要望がみられた。 
・そのほか、ボランティア移動支援に関する意見やデマンドタクシーに関する意見などもみられた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５％未満非表示 
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５ 公共交通利用者アンケート調査結果の概要 

 

（１）実施概要 

項目 内容 

実施時期 令和４年 11 月７日（月）～令和４年 11月 24 日（木） 

実施目的 
・バス利用者の移動実態の把握 

・バス利用者の利用実態の把握 

実施方法 調査票をバス車内に設置（郵送回収及びインターネットでの回答） 

対象者 秋葉バス路線、町営バス路線の利用者 

回収数 67 票（うちインターネット回答 30 票） 

 

 

 

（２）調査結果 
１） 【１－１ー１】年代 

・年代では、「10 代以下」が 28.4%と最も高く、次いで「40 代」が 17.9%と続いている。 

 
 
図  年代（運営主体別） 

  

※５％未満非表示 
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２） 【１－１ー２】性別 

・性別では、「男性」が 46.3%と最も高く、次いで「女性」が 38.8%と続いている。 

 
 

図 性別（運営主体別） 

 

 

 
３） 【１－２】職業 

・職業では、「会社員・公務員」が 46.3%と最も高く、次いで「高校生」が 13.4%と続いている。 

 
 

図 職業（運営主体別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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４） 【１－３】居住地域 

・居住地域では、「袋井市」が 43.3%と最も高く、次いで「三倉地区」が 17.9%と続いている。 

 
 図 居住地域（運営主体別） 

 

 

 
５） 【１－４】運転免許の有無 

・運転免許の有無では、「持っている」が 49.3%と最も高く、次いで「持っていない」が 44.8%
と続いている。 

 

    図 運転免許の有無（運営主体別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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６） 【１－５】自家用車の利用頻度 

・自家用車の利用頻度では、「自家用車を持っていない」が 34.3%と最も高く、次いで「ほぼ

毎日」が 22.4%と続いている。 

 

 

図 自家用車の利用頻度（運営主体別） 

 

 
 

７） 【１－６】自家用車を使わなかった理由 

・自家用車を使わなかった理由では、「通勤通学はバスを利用しているため」が 26.9%と最も

高く、次いで「お酒を飲む予定だから」が 9.0%と続いている。 

 

 

図 自家用車を使わなかった理由（運営主体別） 

  

※５％未満・無回答非表示 

※５％未満非表示 
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８） 【２－１】行き・帰りの利用 

・行き・帰りの利用では、「行き・帰りの両方」が 74.6%と最も高く、次いで「行きのみ」が

11.9%と続いている。 

 

  図 行き・帰りの利用（運営主体別） 

 
 
 

９） 【２－２】往復で利用しない理由（複数回答） 

※【２－１】で「行きのみ」,「帰りのみ」を答えた人のみ 
・往復で利用しない理由では、「家族や友人が送迎できるから」が 42.9%と最も高く、次いで

「時間に合う便がないから」が 35.7%と続いている。 

 

図 往復で利用しない理由（運営主体別） 

 
  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１０） 【２－３】利用した路線名 

・利用した路線名では、「秋葉中遠線（秋葉バス）」が 34.3%と最も高く、次いで「秋葉線（秋葉

バス）」が 29.9%と続いている。 

 
図 利用した路線名（運営主体別） 

 
 
  

※５％未満非表示 
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１１） 【２－４ー１】乗車した時間 

・乗車した時間では、「7 時台」が 43.3%と最も高く、次いで「6 時台」が 11.9%と続いている。 
 

 
 

図 乗車した時間（運営主体別） 

 
 
 

１２） 【２－４ー２】降車した時間 

・降車した時間では、「17 時台」が 11.9%と最も高く、次いで「14 時台」、「15 時台」が 10.4%
と続いている。 

 

 
 

図 降車した時間（運営主体別） 
 
 

     

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１３） 【２－５】自宅⇔バス停の距離 

・自宅⇔バス停の距離では、「５分以内」が 37.3%と最も高く、次いで「２０分以上」が 22.4%と

続いている。 

 

 

図 自宅⇔バス停の距離（運営主体別） 

 
 
 

１４） 【２－６】外出目的 

・外出目的では、「通勤」が 29.9%と最も高く、次いで「通学」が 28.4%と続いている。 
・運営主体別にみると、町営バスでは「通学」が 66.7％と最も高く、秋葉バスでは「通勤」が

35.2％と最も高い。 

 
 

図 外出目的（運営主体別） 

 

  

 

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１５） 【２－７】路線の利用頻度 

・路線の利用頻度では、「週に４～５回」が 37.3%と最も高く、次いで「年に数回」が 17.9%と

続いている。 
・運営主体別にみると、町営バスでは「ほぼ毎日」、「週に 4～5 回」が 7 割以上を占めている

が、これは通学での利用が主であるためと考えられる。 

 
 

    図 路線の利用頻度（運営主体別） 
 

 
 

１６） 【２－８】代わりの移動手段 

・代わりの移動手段では、「自家用車（知人・家族が運転）」が 25.4%と最も高く、次いで「代わ

りの交通手段はない」が 20.9%と続いている。 
・運営主体別にみると、秋葉バスでは「代わりの交通手段はない」が 24.1％と最も高い。 

 
 

図 代わりの移動手段（運営主体別） 
 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１７） 【３－１】運行ルートに対する満足度 

・運行ルートに対する満足度では、「普通」が 31.3%と最も高く、次いで「満足」が 29.9%と続

いている。 

 
 

図 運行ルートに対する満足度（運営主体別） 
 
 

１８） 【３－２】運行本数に対する満足度 

・運行本数に対する満足度では、「やや不満」が 35.8%と最も高く、次いで「不満」が 23.9%と

続いている。 

 
 

図 運行本数に対する満足度（運営主体別） 

 
 

１９） 【３－４】運賃に対する満足度 

・運賃に対するでは、「普通」が 46.3%と最も高く、次いで「やや不満」が 16.4%と続いてい

る。 

 
 

図 運賃に対する満足度（運営主体別） 

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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２０） 【３－５】始発便の運行時間帯に対する満足度 

・始発便の運行時間帯に対する満足度では、「普通」が 44.8%と最も高く、次いで「満足」が

17.9%と続いている。 

 
    

図 始発便の運行時間帯に対する満足度（運営主体別）    

 
 

２１） 【３－６】終発便の運行時間帯に対する満足度 

・終発便の運行時間帯に対する満足度では、「普通」が 40.3%と最も高く、次いで「やや不満」

が 19.4%と続いている。 

 
    

図 終発便の運行時間帯に対する満足度（運営主体別）   

 
 

２２） 【３－７】定時性（時間通りに来るかどうか）に対する満足度 

・定時性（時間通りに来るかどうか）に対する満足度では、「普通」が 34.3%と最も高く、次い

で「満足」が 29.9%と続いている。 

 

   

図 定時性（時間通りに来るかどうか）に対する満足度（運営主体別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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２３） 【３－８】鉄道やその他のバスへの乗り継ぎ利便性に対する満足度 

・鉄道やその他のバスへの乗り継ぎ利便性に対する満足度では、「普通」が 37.3%と最も高

く、次いで「やや満足」が 16.4%と続いている。 

 
      

図 鉄道やその他のバスへの乗り継ぎ利便性に対する満足度（運営主体別）      

 
 

２４） 【３－９】自宅からバス停までの近さに対する満足度 

・自宅からバス停までの近さに対する満足度では、「満足」が 29.9%と最も高く、次いで「普

通」が 20.9%と続いている。 

 
      

図 自宅からバス停までの近さに対する満足度（運営主体別） 

 
 

２５） 【３－１０】目的地からバス停までの近さに対する満足度 

・目的地からバス停までの近さに対する満足度では、「普通」が 32.8%と最も高く、次いで「満

足」が 25.4%と続いている。 

 
    

図 目的地からバス停までの近さに対する満足度（運営主体別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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２６） 【３－１１】待合環境（バス停等）の快適さに対する満足度 

・待合環境（バス停等）の快適さに対する満足度では、「普通」が 44.8%と最も高く、次いで

「やや不満」が 16.4%と続いている。 

 
    

図 待合環境（バス停等）の快適さに対する満足度（運営主体別） 

 
 
  

２７） 【３－１２】時刻や経路検索のしやすさに対する満足度 

・時刻や経路検索のしやすさに対する満足度では、「普通」が 37.3%と最も高く、次いで「やや

満足」が 19.4%と続いている。 

 

   

図  時刻や経路検索のしやすさに対する満足度（運営主体別） 

 
   

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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２８） 【４－１】最も重要だと思う項目 

・最も重要だと思う項目では、「運行本数」が 26.9%と最も高く、次いで「運行ルート」が

10.4%と続いている。 
 

 
 

図  最も重要だと思う項目（運営主体別） 

 
 
 

２９） 【５－１】自由意見 

・主な自由意見としては、バスの運行本数の増便を要望する意見や支払い方法の電子化を

望む意見、時間通りの運行を要望する意見が多くみられた。 
・そのほか、始発便・終発便の追加を要望する意見などもみられた。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５％未満・無回答非表示 
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６ 高校生アンケート調査結果の概要 

 

（１）実施概要 

項目 内容 

実施時期 令和４年 11 月 24 日（木）～令和４年 12月９日（金） 

実施目的 
・高校生の通学における移動実態の把握 

・高校生の学校生活以外の公共交通の利用実態の把握 

実施方法 学校から生徒にアンケートを依頼し、インターネットでの回答 

対象者 静岡県立遠江総合高校の全校生徒 

対象者数 
556 人（１年生 190 人、２年生 163 人、３年生 203 人） 

※令和４年 11 月時点 

回収数 348 票 

回収率 62.6％ 

 
 

（２）調査結果 

１） 【１－１】居住地域 

・住まいの地域では、「袋井市」が 37.1%と最も高く、次いで「掛川市」が 28.4%と続いてい

る。 
・町内よりも近隣市の居住が多くみられる。 

 
表 居住地域 

 

  

回答数 割合

森町内 68 19.5%
磐田市 45 12.9%
掛川市 99 28.4%
袋井市 129 37.1%
浜松市 2 0.6%
菊川市 3 0.9%
無回答 2 0.6%
合計 348 100.0%

n=348
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２） 【１－２―１】学年 

・「1 年生」が 47.1%(164 人）と最も多い。「2 年生」が 33.9%(118 人)、「3 年生」が 18.7％（65
人）と続いている。 

 

 

 

表 学年（居住地域別） 

 

 
 
 

３） 【１－２―１】性別 

・性別では、「男性」が 59.5%と最も高く、次いで「女性」が 37.6%と続いている。 
 

 
 

図 性別（居住地域別） 

 

 
  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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４） 【１－３】バス停までの距離 

・バス停までの距離では、「5 分以内」が 27.0%と最も高く、次いで「5 分～10 分」が 25.9%と

続いている。 
・居住地域別にみると、森町内では、「5 分以内」が 41.2%と最も高く、次いで「5～10 分」が

29.4%と続いている。 

 
 

図 バス停までの距離（居住地域別） 

 
 
 

５） 【１－４】晴れの日の交通手段（複数回答） 

・晴れの日の交通手段では、「自転車」が 58.9%と最も高く、次いで「家族等の送迎」が 25.9%
と続いている。 

・森町内では「自転車」が主である。 
・磐田市では「自転車」「バス」「電車（天浜線・JR）」「家族等の送迎」が 3 割程度となっている。 
・掛川市では「電車（天浜線・JR）」が 6 割以上、「自転車」が 5 割程度となっている。 
・袋井市では「自転車」が 6 割以上、「バス」が 3 割程度となっている。 

 

    

図 晴れの日の交通手段（居住地域別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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６） 【１－５】雨の日の交通手段（複数回答） 

・雨の日の交通手段では、「家族等の送迎」が 61.8%と最も高く、次いで「バス」が 21.0%と続

いている。 
・居住地域別にみると、掛川市では「電車（天浜線・JR）」が 62.6%と最も高く、次いで「家族等

の送迎」が 59.6%と続いている。 

 

    

図 雨の日の交通手段（居住地域別） 

 

 

 
７） 【１－６】通学のバス利用 

※【１－４】【１－５】で「バス」を選択している場合のみ集計 
・通学のバス利用では、「往復で利用している」が 69.7%と最も高く、次いで「下校時のみ利

用している」が 17.1%と続いている。 
・居住地域別にみると、袋井市では、「往復で利用している」が 73.5%と最も高く、次いで

「下校時のみ利用している」が 17.0%%と続いている。 

 

 

図 通学のバス利用（居住地域別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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８） 【１－７】下校時刻 

・下校時刻では、「16 時台」が 30.2%と最も高く、次いで「16 時より前」が 25.9%と続いてい

る。 
・居住地域別にみると、森町内では、「16 時より前」が 36.8%と最も高く、次いで「16 時台」が

22.1%と続いている。 

 

 

図 下校時刻（居住地域別） 

 
 

 

９） 【１－８】通学でバスを利用しない理由（複数回答） 

・バスを利用しない理由では、「学校や駅まで徒歩や自転車で行けるため」が 40.2%と最も

高く、次いで「家族等の送迎があるため」が 22.7%と続いている。 
・居住地域別にみると、袋井市では「学校や駅まで徒歩や自転車で行けるため」「家族等の

送迎があるため」に次いで「運賃が高い」が 26.4％と続いている。 

 

 

図 通学でバスを利用しない理由（居住地域別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１０） 【２－１】学校生活以外の移動場所 

・学校生活以外の移動場所では、「袋井市」が 29.9%と最も高く、次いで「掛川市」が 27.0%と

続いている。 
・居住地域別にみると、森町内では、「袋井市」が 35.3%と最も高く、次いで「森町」が 25.0%
と続いている。 

 

 

図 学校生活以外の移動場所（居住地域別） 

 
 

 

１１） 【２－２】学校生活以外の移動の目的 

・移動の目的では、「買い物」が 68.1%と最も高く、次いで「レジャー・娯楽」が 16.4%と続いて

いる。 
・居住地域別にみると、森町内では、「買い物」が 76.5%と最も高く、次いで「レジャー・娯楽」

が 11.8%と続いている。 

 
 

図 学校生活以外の移動の目的（居住地域別） 

  

※５％未満非表示 

※５％未満非表示 
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１２） 【２－３】学校生活以外の交通手段（複数回答） 

・学校生活以外の交通手段では、「家族等の送迎」「自転車」が 41.4%と最も高い。 
・居住地域別にみると、森町内では「家族等の送迎」「自転車」に次いで「電車（天浜線・JR）」

が 25.0％と続いている。 

 
 

図 学校生活以外の交通手段（居住地域別） 

 
  

※５％未満非表示 
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１３） 【２－４】学校生活以外でバスを利用しない理由（複数回答） 

・学校生活以外でバスを利用しない理由では、「駅や目的地までバス以外の手段で行ける

ため」が 44.8%と最も高く、次いで「運賃が高い」が 25.9%と続いている。 
・居住地域別にみると、袋井市では、「駅や目的地までバス以外の手段で行けるため」が

40.3%と最も高く、次いで「運賃が高い」が 34.1%と続いている。 

 

図 学校生活以外でバスを利用しない理由（居住地域別） 
 

 
 

１４） 【３－１】公共交通を利用しやすくなるアイデア・意見 

・公共交通を利用しやすくなるアイデアとしては、主に運賃に関する意見（学割、無料化、値引

きなど）の意見や運行本数に関する意見が多くみられた。 
・運賃に関する意見は、主に値引きを要望する意見が 42 件、無料化を要望する意見が 17
件、学割を要望する意見が 13 件と、無料または減額を要望する意見が多くみられた。 

・運行本数に関する意見は 19 件あり、主に鉄道またはバスの運行本数の増便を要望する意

見が多くみられた。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５％未満非表示 
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７ 用語集 

【あ行】 

■一般乗用旅客自動車運送事業 

一個の契約により乗車定員 10 人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する。タクシーがこれ

に該当する。 

 

■一般乗用旅客自動車運送事業 

個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅客を運送する。路線バスや乗合タ

クシーがこれに該当する。 

 

■AI（エーアイ：Artificial Intelligence） 

人間の知的ふるまいの一部に関して、ソフトウェアを用いて人工的に再現したもので、日本

語では「人工知能」と訳される。大量の知識データに関して、高度な推論を的確に行うことを

目指したもの。 

 

■NPO（Nonprofit Organization） 

民間非営利組織。医療・福祉、まちづくり、教育、女性支援などのあらゆる分野において営

利を目的としない活動を行う民間組織のこと。 

 

【か行】 

■キャッシュレス化 

紙幣・硬貨といった現金を使用せずに支払いを済ませる決済方法に切り替えていくこと。交

通系 IC カードやクレジットカード、QR決済等が該当する。 

 

■交通結節点 

鉄道、バス、タクシー等の様々な交通手段の接続が行われる乗換拠点のこと。 

 

■公共交通空白地域 

駅やバス停が一定の範囲に存在せず、地域公共交通が利用しづらい地域のことを言う。本町

では、鉄道駅から１㎞以上、バス停留所から 400m 以上離れた地域とする。 

 

■公共交通ネットワーク 

鉄道、バス、デマンドタクシーなどの公共交通機関がバラバラに存在するのではなく、網目

のように連結する交通網をいう。公共交通網と同義語。 

 

■公共交通網 

公共交通ネットワークと同義語。 
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【さ行】 

■自家用有償旅客運送事業 

バス、タクシー等が運行されていない過疎地域などにおいて、住民の日常生活における移動

手段を確保するため、登録を受けた市町村や NPO 等が自家用車を用いて有償で運送する。 

 

■自主運行バス 

住民の日常生活に必要な交通手段を確保するため、市町村等が運行を行う路線バス。 

 

【た行】 

■地域間幹線系統 

一般的には都市や地域間（複数市町間）にまたがり、多くの人が利用できる公共交通。町を

横断し、町内外への移動手段として利用される。 

   

■地域公共交通会議 

地域のニーズに応じた多様な形態の運送サービスの普及を促進し、旅客の利便を向上させる

ため、地域の実情に応じた公共交通の運行の態様及び運賃・料金、事業計画などについて、地

方公共団体が主宰者となり、地域の関係者による合意形成を図る場として、平成 18年 10 月の

改正道路運送法に位置付けられたもの。 

 

■地域公共交通計画 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（令和２年 11月改正）に基づき、目指すべき地

域の姿を実現するための公共交通サービスに関する計画。地域の移動手段を確保するために、

住民などの移動ニーズにきめ細かく対応できる立場にある地方公共団体が中心となって、交通

事業者や住民などの地域の関係者と協議しながら作成する公共交通政策のマスタープランとな

る。 

 

■地域内フィーダー（系統） 

都市や複数市町をまたがって運行する地域間幹線系統に対し、地域間幹線系統の支線として

運行するバス路線。地域内での移動や地域間幹線系統への移動手段として利用される。 

 

■定時定路線 

利用者の有無にかかわらず、予め定められたルートを定められた時刻に運行する運行形態。 

 

■デジタルサイネージ 

屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイ等の電子的な表示機

器を使って情報を発信するメディアの総称。 
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■デマンド交通及び AI デマンド交通 

定時定路線の運行方式ではなく、電話予約など利用者のニーズに応じて、運行ルートや運行

ダイヤなどについて、柔軟な運行を行う公共交通の一つの運行形態。AIの機能をデマンド交通

に取り入れた交通を AIデマンド交通という。 

 

■ドア・ツー・ドア 

自宅や施設の玄関口から目的施設の玄関口まで直行で移動できる運行形態。 

 

【な行】 

■ノンステップバス 

床面を超低層として乗降ステップをなくし、高齢者や児童にも乗り降りが容易なバス。 

 
【は行】 

■バスロケーションシステム 

無線通信や GPS（全地球測位システム）を用いてバスの位置情報等を収集し、バス停の表示板

や携帯電話、パソコン等にバスの位置情報を提供するシステム。 

 

■バリアフリー 

対象者である障がい者を含む高齢者等の社会的弱者が、社会生活に参加する上で生活の支障

となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策、又は具体的に障害を取り除いた

事物及び状態を指す。 

 

■PDCA サイクル 

Plan（計画）、Do（実行）、Check（測定・評価）、Action（対策・改善）の頭文字をとった

もので、計画を立て、実行し、検証を行ったうえで対策・改善を練るプロセスを循環させ、マ

ネジメントの品質を高めるための概念のこと。 

 

■ボランティア輸送 

ボランティアや地域の助け合いといった活動によって、「道路運送法上の許可・登録を要し 

ない輸送」として、地域の足の確保を行うこと。その際、地域住民やボランティア団体等と連

携し、行政が費用の一部を負担するなどによって、「利用者から運送の対価を得ない形とす

る」ことで、道路運送法上の許可・登録を受けないで輸送サービスの提供を行うことができ

る。 

 

【ま行】 

■マスタープラン 

基本となる総合的な計画のことで、地域公共交通計画の場合、公共交通に関する基本的な方

針を定める計画となる。 
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【や行】 

■輸送資源 

従来の公共交通サービス（鉄道、バス及びタクシーなど）に加えて、自家用有償旅客運送、

福祉輸送、スクールバス及び送迎サービス等も含む運送サービス。 

 

■ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、人種及び障害の有無等に関わらず、多様な人々が利用しやすいよう、都市や生

活環境をデザインする考え方。 

 

 

 

 

 

 

 


